
　
　
　

は
じ
め
に

　

石
清
水
八
幡
宮
の
六
位
禰
宜
を
代
々
勤
め
る
森
本
家
の
古
文
書
が
昭
和
五
十
年

頃
に
市
場
に
流
れ
、
神
道
研
究
者
で
あ
る
嵯
峨
井
建
氏
が
入
手
さ
れ
た
文
書
群
を

借
用
し
整
理
し
た
。
目
録
・
翻
刻
文
等
で
史
料
紹
介
す
る
と
と
も
に
近
世
の
石
清

水
八
幡
宮
に
仕
え
る
神
職
神
人
宛
に
発
給
さ
れ
た
文
書
か
ら
、
神
官
及
び
神
職
神

人
の
職
務
と
身
分
、
さ
ら
に
石
清
水
八
幡
宮
寺
の
所
司
組
織
に
つ
い
て
考
察
し
た

も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
森
本
家
旧
蔵
文
書
は
、
木
箱
（
外
形
の
寸
法
、
四
四
・
三
×
二
九
・
二
×

八
・
七
㎝
）
に
五
十
二
点
の
古
文
書
が
収
納
さ
れ
て
お
り
、
箱
の
側
面
に
は
、「
石

清
水
八
幡
宮
社
士
森
本
家
旧
蔵
□
（
推
＋
言
、
誓
カ
）
詞　

補
任
書　

箱
入
」
と

記
す
貼
紙
が
あ
る
。
文
書
が
箱
内
に
無
理
に
収
納
さ
れ
て
お
り
、
旧
蔵
と
あ
る
こ

と
か
ら
森
本
家
伝
来
の
箱
で
は
な
く
、
流
出
後
に
納
め
直
し
て
貼
紙
を
付
さ
れ
た

よ
う
で
あ
る
。
貼
紙
は
劣
化
が
著
し
く
、
流
出
後
の
経
年
が
う
か
が
え
る
。
森
本

家
旧
蔵
文
書
に
は
、
ほ
か
に
明
治
期
に
当
時
の
当
主
が
整
理
し
、
大
正
五
年
頃
東

大
史
料
編
纂
所
に
資
料
提
供
し
た
同
家
の
日
記
や
記
録
類（1）

が
あ
る
。
本
報
告
で

は
石
清
水
八
幡
宮
が
日
記
の
現
所
有
者
・
柏
原
八
幡
神
社
千
種
正
裕
氏
の
承
諾
を

得
て
写
真
撮
影
し
た
日
記
の
画
像
を
合
わ
せ
て
利
用
し
た
。

　
　
　
　

一
、
森
本
家
の
由
緒
と
歴
代
の
事
績

　

二
十
五
代
森
本
信
富
（
一
八
五
九
～
一
九
三
八
）
が
ま
と
め
た
、
森
本
家
歴
代

の
記
録（2）

か
ら
、
家
の
由
緒
と
事
績
を
追
っ
て
い
こ
う
。
森
本
家
は
、
武
内
宿
祢

命
十
七
代
の
後
胤
で
あ
る
息
長
真
人
か
ら
数
え
て
十
三
代
の
苗
裔
で
あ
り
、
行
教

が
宇
佐
か
ら
八
幡
神
を
勧
請
す
る
際
に
神
輿
に
供
奉
し
た
と
い
う
。初
代
公
忠
は
、

延
久
二
年
（
一
〇
七
〇
）、
後
三
条
天
皇
が
初
め
て
放
生
会
を
勅
会
と
し
た
際
に
、

男
山
山
麓
の
山
路
郷
の
東
に
居
宅
を
構
え
た
。
宅
地
の
四
境
は
樹
木
森
々
と
し
て

こ
の
郷
里
の
名
を
森
町
と
し
、
森
町
の
祖
ゆ
え
に
、
以
来
森
本
を
名
乗
っ
た
。
系

図
よ
り
初
代
か
ら
十
五
代
の
信
義
ま
で
の
名
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

公
忠
―
公
清
―
公
國
―
貫
公
―
公
知
―
貞
國
―
信
秋
―
貞
政
―

　
　
　
　
　
　
　
　
　

信
友
―
正
貞
―
貞
信
―
信
安
―
信
栄
―
貞
豊
―
信
義

　

第
十
六
代
の
基
康
は
、
天
正
十
七
年
（
一
五
八
九
）
十
二
月
二
十
七
日
、
豊
臣
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秀
吉
の
朱
印
状
に
よ
り
、
八
幡
六
位
座
と
し
て
八
幡
橋
本
庄
内
に
五
石
五
斗
を
給

さ
れ
た
。
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
に
は
家
康
領
知
朱
印
状
に
よ
り
、
五
石
九
斗

八
升
を
宛
が
わ
れ
た
と
い
う
。
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
八
月
十
五
日
付
徳
川
家

綱
領
知
朱
印
状
か
ら
、
六
位
安
居
本
頭
人
知
行
分
は
、
森
元
与
次
郎
四
拾
八
石
七

斗
六
升
と
森
元
源
左
衛
門
五
石
九
斗
余
、
両
人
分
を
合
わ
せ
て
五
拾
四
石
六
斗
余

で
あ
る（3）
。
当
家
は
源
左
衛
門
宛
の
朱
印
状
を
所
持
す
る
六
位
禰
宜
で
あ
っ
た
。

基
康
か
ら
の
歴
代
名
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

基
康
―
信
久
―
信
兼
―
信
重
―
信
秀
―
増
信
―
信
良

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
信
恵
―
邑
信
―
信
徳
―
信
冨

　

信
久
・
源
左
衛
門
尉
は
、
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
十
二
月
二
十
七
日
に
六
位

職
に
補
任
を
さ
れ
、
元
和
三
年
・
寛
永
十
三
年
に
徳
川
秀
忠
・
徳
川
家
光
の
領
知

朱
印
状
を
受
け
る
。

　

信
兼
は
、幼
名
を
助
九
郎
と
称
し
、後
に
源
左
衛
門
尉
と
改
め
、寛
永
八
年
（
一

六
三
一
）
補
任
後
、
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
先
例
の
如
く
徳
川
家
綱
の
領
知
朱

印
状
を
頂
戴
し
た
。
安
居
神
事
祭
主
や
関
東
へ
年
頭
御
礼
参
府
な
ど
を
勤
め
、
元

禄
二
年
（
一
六
八
九
）
に
没
し
た
。

　

信
重
は
、
信
兼
の
孫
で
二
男
信
房
の
子
、
利
之
助
、
右
京
、
武
兵
衛
尉
、
主
膳

と
称
し
た
。
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
補
任
、
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
徳
川
綱

吉
の
朱
印
状
を
受
け
る
。
社
士
頭
役
や
安
居
神
事
頭
役
を
勤
め
、
元
禄
四
年
本
宮

修
復
正
遷
宮
に
奉
仕
し
た
と
い
う
。
元
文
元
年
（
一
七
三
六
）
十
一
月
に
没
し
た
。

信
秀
は
、
信
重
の
男
、
左
京
と
称
し
、
小
禰
宜
奥
村
氏
を
室
と
す
る
。
宝
永
六
年

（
一
七
〇
九
）
補
任
、
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
徳
川
吉
宗
よ
り
朱
印
状
を
賜
う
。

正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）
起
請
文
に
よ
り
、
柏
村
潮
翁
よ
り
神
道
伝
授
を
請
け
て

い
る（4）
。
没
年
は
享
保
十
五
年
（
一
七
三
〇
）
十
一
月
二
十
六
日
。

　

増
信
は
、
享
保
四
年
（
一
七
一
九
）、
信
秀
の
五
男
に
生
ま
れ
る
。
右
門
・
右

膳
と
称
し
、
享
保
十
八
年
（
一
七
三
三
）
補
任
、
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
本
殿

修
復
に
奉
仕
し
た
と
い
う
。
宝
暦
元
年
（
一
七
五
一
）
二
月
十
七
日
三
十
三
歳
で

病
没
。

　

信
良
は
、
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
増
信
の
三
男
に
生
ま
れ
る
。
式
部
・
中
務
・

興
雲
と
号
す
。
宝
暦
十
年
八
月
十
四
歳
に
し
て
六
位
禰
宜
に
補
任
さ
れ
、
は
じ
め

て
放
生
大
会
に
奉
仕
し
、
宝
暦
十
二
年
（
一
七
六
二
）
徳
川
家
治
の
朱
印
状
を
旧

例
に
よ
り
安
堵
、
安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
本
宮
修
復
正
遷
宮
に
奉
仕
し
た
。
安

永
八
年
に
番
賀
の
廟
所
を
御
馬
所
の
金
剛
寺
に
改
め
た
。
信
良
は
、
和
漢
の
学
を

修
め
、
雅
楽
を
修
し
篳
篥
を
嗜
む
。
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
に
四
十
六
歳
に
て

病
没
す
。

　

信
恵
は
、
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
八
月
信
良
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
、
幼
名

を
鶴
千
代
丸
と
い
う
。
中
務
・
斗
南
と
号
し
、
は
じ
め
信
恵
と
称
し
た
が
、
後
に

信
魚
と
改
め
る
。
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
八
月
補
任
を
う
け
、
放
生
大
会
に
奉

仕
し
、
寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）
安
居
頭
役
祭
主
と
な
り
、
翌
年
祈
祷
札
を
幕

府
に
捧
げ
る
た
め
年
頭
御
礼
に
参
府
す
る
。
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）・
文
化
九

年
の
本
宮
修
復
正
遷
宮
に
奉
仕
し
、
文
化
十
年
臨
時
祭
再
興
に
際
し
、
職
掌
と
し

て
奉
仕
す
る
。
文
化
十
一
年
三
女
千
賀
が
生
ま
れ
、
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
宇

和
島
城
主
伊
達
宗
紀
の
側
室
と
な
り
、
名
を
綾
辻
、
後
に
幾
島
と
改
め
、
七
代
藩

主
伊
達
宗
徳
を
生
む
。
信
恵
（
魚
）
は
、
漢
籍
に
通
じ
、
信
恵
が
作
成
し
た
祝
詞

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
六
十
七
号
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が
文
書
群
中
に
残
る
。
文
政
十
四
年
田
中
家
に
て
中
風
を
発
し
五
十
四
歳
に
し
て

没
す
。
金
剛
寺
に
葬
る
。

　

邑
信
は
、
文
化
元
年
信
恵
の
二
男
と
し
て
生
ま
れ
、
甲
子
次
郎
・
栖
ま
た
政
信

と
称
し
、
文
化
十
四
年
（
一
八
一
七
）
二
月
に
十
四
歳
に
し
て
新
賀
頭
役
差
定
に

よ
り
六
位
禰
宜
に
補
任
さ
れ
る
。
神
原
市
左
衛
門
政
徳
に
実
子
無
く
、
母
が
市
左

衛
門
の
実
姉
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
七
月
十
九
日
を
も

っ
て
森
元
中
務
の
子
邑
信
が
神
原
家
へ
養
子
と
し
て
入
家
相
続
し
、
名
を
政
民
と

改
め
た（5）
。

　

信
徳
は
、
邑
信
の
弟
で
、
文
化
十
三
年
に
生
ま
れ
、
正
三
郎
・
内
蔵
助
・
若
狭

と
も
称
す
。
邑
信
の
跡
を
継
ぎ
文
政
十
一
年
六
位
職
の
家
督
を
相
続
す
る
。
こ
れ

ま
で
家
名
を
森
元
と
記
し
て
い
た
が
、
信
徳
の
代
か
ら
森
本
に
改
め
て
い
る
。
信

徳
は
、
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
郷
当
役
に
選
ば
れ
、
郷
役
所
正
明
寺
に
お
い
て

神
領
門
前
町
の
自
治
に
あ
た
る
。
嘉
永
六
年
に
安
居
頭
役
祭
主
を
勤
め
、
安
政
四

年
安
居
頭
役
に
あ
た
っ
て
い
た
山
田
氏
が
祭
礼
の
直
前
十
一
月
三
十
日
に
死
去
し

た
た
め
、
急
遽
差
し
繰
り
し
て
安
居
頭
役
を
勤
仕
し
た
。
信
徳
は
、
幕
末
に
か
け

て
様
々
な
石
清
水
の
諸
問
題
に
取
り
組
み
、
維
新
後
多
く
の
神
人
が
神
勤
を
解
か

れ
、
職
務
か
ら
退
い
た
の
に
対
し
て
、
家
職
と
し
て
の
神
前
祭
祀
や
こ
れ
ま
で
の

神
道
研
究
を
活
か
し
て
男
山
八
幡
宮
の
主
典
と
し
て
出
仕
し
、
近
代
に
お
け
る
八

幡
宮
の
神
事
再
編
に
尽
力
し
た
。
神
仏
分
離
の
激
動
期
を
生
き
抜
き
、
明
治
十
六

年
（
一
八
八
三
）
六
月
六
十
八
歳
で
病
没
し
た
。

　
　
　
　

二
、
森
本
家
旧
蔵
文
書
の
特
徴
と
概
要

　

本
文
書
群
を
整
理
す
る
に
あ
た
っ
て
、
補
任
状
・
祝
詞
な
ど
の
内
容
に
よ
り
分

類
し
、分
類
の
中
で
年
代
順
に
配
列
し
て
個
別
の
番
号
を
付
与
し
目
録
採
取
し
た
。

古
文
書
の
表
題
は
、
近
世
文
書
目
録
作
成
の
原
則
に
則
り
、
原
題
を
と
る
が
、
原

題
が
記
載
さ
れ
な
い
か
或
は
、
原
題
の
ま
ま
で
は
内
容
が
不
分
明
な
も
の
は
、
適

宜
〔　

〕
で
文
書
名
を
付
し
た
。
目
録
で
採
用
す
る
文
字
は
、
常
用
漢
字
に
統
一

し
た
。
本
文
中
に
（　

号
文
書
）
と
し
た
も
の
は
、
目
録
の
文
書
番
号
で
あ
る
。

　

神
職
身
分
と
安
居
本
頭
神
人
を
差
定
に
よ
っ
て
補
任
す
る
文
書
、
そ
れ
に
伴
う

斎
服
免
許
状
や
宮
寺
政
所
下
文
な
ど
、石
清
水
か
ら
の
文
書
が
合
わ
せ
て
十
六
点
、

神
祇
伯
門
弟
小
河
尚
敬
か
ら
の
神
道
伝
授
書
が
五
点
、
祝
詞
二
十
一
点
、
森
町
薬

薗
院
造
作
絵
図
や
包
紙
等
そ
の
他
の
文
書
が
合
わ
せ
て
十
点
、
総
点
数
は
五
十
二

点
で
あ
る
。

　

森
本
家
の
文
書
の
な
か
で
年
紀
の
最
も
古
い
も
の
は
、明
和
九
年
（
一
七
七
二
）

「
鳴
弦
之
口
夬
」
で
あ
り
、
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
ま
で
の
年
紀
の
明
ら
か
な

森
本
信
良
の
時
代
の
文
書
は
十
点
、
年
紀
は
な
い
が
信
良
が
作
成
等
に
か
か
わ
っ

た
文
書
が
三
点
、
合
わ
せ
て
十
三
点
が
数
え
ら
れ
る
。
宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）・

明
和
二
年
（
一
七
六
五
）・
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
の
三
度
に
わ
た
っ
て
木
津

川
上
奈
良
堤
・
淀
川
北
堤
等
が
決
壊
し
床
上
二
尺
七
寸
か
ら
三
尺
に
ま
で
浸
水
し

家
財
の
多
く
が
流
失
し
た
と
い
う
。
信
良
以
前
が
伝
来
し
な
い
の
は
こ
の
た
め
で

あ
ろ
う
か
。

　

安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
正
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
、
森
本
日
記（6）

に
は
、
森

町
薬
薗
寺
の
普
請
記
事
が
散
見
さ
れ
る
。
上
棟
式
は
、
三
月
十
二
日
で
、
大
工
棟

「
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梁
半
兵
衛
は
じ
め
鉄
之
介
・
山
路
与
兵
衛
・
平
谷
伊
兵
衛
に
、
日
雇
い
棟
梁
は
吉

右
衛
門
・
平
兵
衛
等
地
元
職
人
の
名
が
記
さ
れ
、
普
請
の
各
工
程
で
の
諸
々
の
材

料
調
達
や
経
費
の
勘
定
等
を
記
録
し
て
い
る
。「
森
寺
薬
薗
寺
造
作
絵
図
」（
47
号

文
書
）
に
は
、
安
永
六
年
六
月
成
就
と
あ
り
、
30
号
文
書
の
「
山
材
祭
祝
詞
」
は
、

森
寺
斎
館
修
理
す
る
た
め
に
山
々
の
木
材
を
取
り
集
め
る
も
の
で
、
こ
の
普
請
に

関
係
す
る
文
書
で
あ
ろ
う
。

　
「
鳴
弦
之
口
夬
」（
17
号
文
書
）
は
神
祇
伯
白
川
資
顕
王
に
門
人
と
な
っ
た
小
川

玄
蕃
尚
敬
か
ら
、
鳴
弦
の
儀
を
明
和
九
年
四
月
に
伝
授
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
鳴

弦
の
儀
と
は
、
弓
の
弦
に
矢
を
つ
が
え
ず
に
、
か
き
鳴
ら
し
て
邪
気
を
祓
う
儀
式

で
あ
る
。
天
皇
の
入
浴
や
皇
子
の
出
産
時
に
お
湯
殿
で
特
に
盛
大
に
行
わ
れ
た
儀

式
で
、
神
祇
管
領
長
上
吉
田
家
に
対
抗
し
て
、
白
川
伯
家
で
は
宮
中
祭
祀
を
中
心

に
神
事
の
伝
授
を
行
っ
て
い
た
。
白
川
家
の
門
人
と
な
っ
た
小
川
玄
蕃
は
、
石
清

水
八
幡
宮
の
七
座
組
神
人
の
内
の
綱
座
五
人
中
で
、
四
十
三
石
余
り
を
給
さ
れ
る

御
綱
長
職
で
あ
ろ
う
。
石
清
水
の
神
人
は
、
各
々
白
川
伯
家
や
吉
田
家
等
に
個
別

に
入
門
し
、
神
道
伝
授
な
ど
を
受
け
て
い
た
と
み
ら
れ
る（7）
。

　

信
良
が
作
成
し
た
祝
詞
は
、
23
・
32
・
39
・
40
・
43
号
文
書
の
五
点
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
の
32
号
文
書
は
端
裏
書
に
「
埴
潮
霊
神
年
回
」
と
あ
る
。
埴
潮
霊
神
と

は
、
宝
暦
元
年
（
一
七
五
一
）
に
三
十
三
才
で
没
し
た
信
良
の
父
・
増
信
の
謚
で

あ
る
。
祝
詞
本
文
に
は
、「
今
年
三
十
三
歳
乃
春
秋
於
過
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
増
信
の
三
十
三
回
忌
に
合
わ
せ
て
、
父
が
没
し
た
翌
年

の
宝
暦
二
年
に
亡
く
な
っ
た
祖
母
の
霊
（
功
弘
霊
神
）
を
合
わ
せ
て
祀
る
祝
詞
で

あ
る
。

　

42
号
文
書
の
草
稿
が
36
号
文
書
で
、
42
号
文
書
に
は
、
送
り
仮
名
・
読
み
仮
名

や
返
り
点
な
ど
が
朱
書
き
で
注
記
さ
れ
て
い
る
。
寛
政
四
年
は
、
武
末
霊
社
の
百

年
忌
に
あ
た
り
、
祭
主
で
あ
る
五
世
孫
田
中
権
僧
正
養
清
が
読
み
上
げ
る
祝
詞
で

あ
る
。
武
末
霊
社
と
は
、
石
清
水
の
社
務
田
中
要
清
（
寛
永
十
四
年
生
）
の
謚
号

で
あ
る
。
田
中
敬
清
の
実
子
で
母
は
善
法
寺
舜
清
の
女
、
童
名
を
久
米
松
丸
と
称

し
、
慶
安
二
年
（
一
六
四
九
）
に
十
三
歳
で
得
度
し
た
。「
男
山
考
古
録
」（8）

に
よ

る
と
要
清
は
、
幼
少
期
に
尾
張
藩
の
徳
川
光
友
の
も
と
で
成
長
し
、
後
に
八
幡
に

帰
り
、
放
生
会
・
初
卯
御
神
楽
を
始
め
、
御
国
忌
な
ど
の
仏
神
事
を
再
興
し
、
護

国
寺
仮
堂
や
高
坊
・
神
宮
寺
内
の
弁
財
天
な
ど
要
清
が
再
建
し
た
堂
舎
は
数
多
く

あ
る
と
い
う
。
要
清
は
、
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
検
校
に
補
さ
れ
、
社
務
当
職

に
就
任
し
、
文
明
十
八
年
（
一
四
八
六
）
以
来
断
絶
し
て
い
た
と
い
う
放
生
会
を

延
宝
七
年
に
旧
に
復
し
て
再
興
し
、
以
後
毎
年
の
恒
例
神
事
と
し
た
。
没
年
は
記

録
が
な
い
が
、
元
禄
十
二
年
（
一
六
九
九
）
に
武
末
霊
社
と
追
号
さ
れ
た
の
で
、

こ
の
頃
逝
去
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
田
中
家
邸
内
に
は
、
尾
張
徳
川
家
の
援
助
を
得

て
、
神
祇
殿
の
西
の
か
た
わ
ら
の
小
社
・
武
末
霊
社
が
建
て
ら
れ
、
毎
年
九
月
六

日
を
祭
日
と
し
て
い
た
。
要
清
は
、
神
祇
管
領
に
従
い
奥
秘
の
諸
伝
・
神
事
を
受

得
し
、
公
武
の
安
全
、
万
民
の
豊
楽
の
祈
祷
を
懈
怠
な
く
勤
め
て
い
た
。
大
霊
社

の
後
は
、
宗
源
・
火
祭
の
両
祭
は
絶
え
て
行
わ
れ
ず
、
故
に
五
世
の
孫
で
あ
る
養

清
が
、三
壇
妙
行
の
全
備
を
念
願
し
、今
年
季
春
（
三
月
）
十
一
日
よ
り
孟
夏
（
四

月
）
晦
日
ま
で
、
俗
官
森
元
信
良
と
鏡
澄
禰
宜
の
森
元
直
正
の
両
名
を
率
い
て
神

楽
岡
（
吉
田
山
）
の
吉
田
家
に
留
ま
り
、
神
祇
管
領
従
二
位
吉
田
良
俱
（
一
七
三

九
～
一
七
九
六
）
に
謁
し
て
三
壇
妙
行
一
時
の
相
伝
を
得
た
と
い
う
。
祭
主
で
あ

る
養
清
は
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
三
十
三
歳
で
権
僧
正
に
叙
さ
れ
、
寛
政
三
年

（
一
七
九
一
）
の
今
年
九
月
五
日
に
祭
主
と
し
て
森
元
両
名
を
両
脇
に
着
座
さ
せ
、

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
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斎
夜
に
火
祭
を
行
い
、
早
朝
に
宗
源
妙
行
を
勤
め
、
翌
朝
に
陰
陽
行
儀
を
執
行
し
、

尊
神
に
手
向
け
る
の
が
こ
の
祝
詞
で
あ
る
と
い
う
。

　

社
務
と
は
、
童
形
参
内
し
、
青
蓮
院
や
梶
井
宮
・
聖
護
院
な
ど
の
法
親
王
を
師

主
と
し
て
得
度
し
、
法
橋
・
法
眼
・
法
印
、
権
別
当
に
始
ま
り
僧
都
・
僧
正
と
僧

位
僧
官
を
年
臈
に
そ
っ
て
高
め
つ
つ
、
妻
帯
し
て
嗣
子
を
な
し
田
中
・
善
法
寺
・

新
善
法
寺
の
各
家
を
継
承
す
る（9）
。
放
生
会
図
録
や
放
生
会
絵
巻（10）

な
ど
近
世
の
図

像
に
は
、
勅
許
さ
れ
た
裘
袋
を
身
に
ま
と
い
僧
侶
と
し
て
放
生
会
の
祭
列
に
加
わ

る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
公
儀
に
対
す
る
神
領
統
治
者
と
し
て
社
務
の
働
き
は
す

で
に
知
ら
れ
て
い
る
が
、
本
文
書
に
お
け
る
社
務
田
中
家
は
、
石
清
水
八
幡
宮
寺

の
仏
事
を
総
べ
る
地
位
に
あ
り
な
が
ら
、
吉
田
家
か
ら
神
道
伝
授
を
受
け
、
私
邸

に
祖
先
の
神
霊
を
ま
つ
る
神
道
祭
主
と
し
て
の
一
面
を
持
っ
て
い
た
。

　

24
号
文
書
は
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
本
殿
修
復
作
業
に
着
手
す
る
手
斧
始
の

儀
式
で
読
上
げ
る
祭
文
で
あ
る
。
石
清
水
八
幡
宮
に
専
属
す
る
宮
大
工
長
濵
尚
次

が
若
干
十
六
歳
で
大
工
と
し
て
の
祭
式
を
執
り
行
っ
た
。
尚
次
は
早
く
に
父
直
次

を
失
い
、
母
の
実
家
で
養
育
さ
れ
、
大
工
棟
梁
と
し
て
の
祭
文
作
成
や
祭
儀
の
次

第
等
は
親
交
の
あ
っ
た
森
本
信
徳
か
ら
手
解
き
を
受
け
て
い
る（11）
。
文
化
十
三
年

護
国
寺
再
建
時
の
手
斧
始
の
祭
儀
で
も
長
濵
か
ら
依
頼
さ
れ
、
大
宮
の
修
復
祝
詞

に
加
筆
し
た
も
の
を
信
徳
が
贈
呈
し
て
い
る
（
44
号
文
書
）。
終
生
師
弟
・
親
子

の
関
係
に
等
し
い
交
流
が
あ
り
、
そ
の
深
い
親
交
を
示
す
文
書
で
あ
る
。

　

森
本
家
旧
蔵
文
書
に
は
、
安
永
七
年
・
文
化
元
年
・
安
政
六
年
の
三
通
の
「
宮

寺
政
所
下
文
」
が
伝
わ
る
。
安
政
六
年
の
9
号
文
書
を
次
に
掲
出
す
る
。

　
　

宮
寺
政
所
下　
　
　
　
　

六
位

　
　
　

可
早
依
例
勤
仕
来
月
二
日
正
遷
宮

　
　
　
　

六
位
役
之
事

　
　

右
件
神
役
任
大
会
例
可
参
勤

　
　
　

之
状
如
件
定
日
有
限
敢
不
可
遅
怠

　
　
　

故
下

　
　
　
　

安
政
六
年
二
月
十
六
日

　
　
　

検
校
准
法
務
権
僧
正
（
花
押
）

���　

安
政
六
年
本
宮
修
復
が
完
成
し
、
神
体
移
座
に
あ
た
っ
て
三
月
二
日
の
正
遷
宮

へ
の
奉
仕
を
六
位
禰
宜
に
命
ず
る
も
の
で
あ
る
。
京
田
辺
市
松
井
の
石
清
水
八
幡

宮
袖
幡
神
人
長
の
松
井
家
に
は
、
同
様
の
宮
寺
政
所
下
文
が
六
通
、
寛
文
六
年
・

元
禄
六
年
・
延
享
二
年
・
安
永
七
年
・
文
化
元
年
・
文
化
九
年
が
伝
わ
る（12）
。
い

ず
れ
も
公
儀
修
復
に
際
し
、
神
領
全
体
を
統
括
支
配
す
る
社
務
検
校
が
自
ら
花
押

を
署
し
て
正
遷
宮
の
祭
日
を
報
せ
る
。
宮
寺
政
所
下
は
、
石
清
水
八
幡
宮
文
書
に

は
、
大
永
五
年
（
一
五
二
五
）
十
月
遷
宮
時
の
写
が
あ
る（13）
。
そ
こ
に
は
、
入
寺
役
・

俗
別
当
以
下
神
官
神
人
・
山
崎
鏡
澄
神
人
な
ど
二
十
八
通
の
政
所
下
文
が
書
き
上

げ
ら
れ
て
い
る
。
僧
俗
の
別
な
く
遷
宮
に
参
列
を
命
じ
て
い
る
。
政
所
は
、
本
来

公
家
や
武
家
の
家
政
機
関
で
石
清
水
に
お
い
て
は
中
世
で
は
下
司
職
補
任
・
請
所

の
承
認
・
所
務
相
論
の
裁
許
等
を
扱
っ
て
い
た（14）

よ
う
だ
が
、
近
世
の
宮
寺
政
所

下
文
は
、
宮
寺
の
政
務
機
関
と
し
て
は
、
社
務
当
職
で
あ
る
検
校
に
よ
っ
て
遷
宮

出
仕
命
令
書
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
と
き
森
本
家
の
記
録
で
は（15）
、
十
六
日
六
位
の
総
代
の
森
本
宗
禮
が
帛
紗

小
袖
に
麻
上
下
を
着
用
し
て
社
務
当
職
へ
出
頭
、
こ
の
下
文
を
頂
戴
し
た
。
こ
れ

「
近
世
石
清
水
八
幡
宮
の
所
司
発
給
文
書
に
み
る
神
人
身
分
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ま
で
は
神
官
、
神
官
以
下
神
人
の
位
階
・
身
分
の
高
下
の
順
に
渡
さ
れ
て
い
た
が
、

こ
の
度
は
着
到
次
第
に
検
校
屋
敷
の
書
院
に
お
い
て
手
渡
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る
。
政
所
下
文
は
、
神
人
個
別
に
出
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
神
人
の
組
別
に

そ
の
惣
代
に
手
渡
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　

三
、
四
座
神
人
と
六
位
禰
宜
の
職
務

　

神
殿
祭
祀
に
奉
仕
す
る
神
人
に
は
、
他
姓
座
・
六
位
座
・
大
禰
宜
・
小
禰
宜
・

宮
守
座
・
仕
丁
座
な
ど
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
他
姓
座
・
六
位
座
・
大
禰
宜
・
小
禰

宜
を
四
座
と
称
し
た
。
慶
長
十
一
年
遷
宮
に
参
列
し
た
信
久
の
事
績
か
ら
推
測
す

る
と
、
六
位
の
役
務
は
、
社
殿
の
造
営
・
修
復
等
に
際
し
て
の
大
神
鎮
座
の
遷
宮

儀
式
で
、
上
卿
の
神
幸
に
太
刀
を
捧
げ
持
ち
、
公
卿
の
食
膳
に
侍
し
て
給
仕
を
行

い
、
ま
た
神
殿
に
お
い
て
は
神
饌
を
供
奉
し
、
官
幣
を
奉
納
す
る（16）
。
安
政
六
年

正
月
仮
宮
若
宮
社（17）
で
の
御
神
供
の
図
に
よ
る
と
、
東
御
前
・
中
御
前
・
西
御
前
・

武
内
社
に
そ
れ
ぞ
れ
神
供
が
献
備
さ
れ
、
そ
の
中
央
の
石
段
の
前
で
神
官
が
祭
祀

を
行
う
の
で
あ
る
が
、
瑞
垣
の
内
、
神
官
と
神
供
と
の
間
の
木
階
に
、
左
側
に
は

六
位
・
小
禰
宜
が
、
右
側
に
他
姓
・
大
禰
宜
が
分
か
れ
て
着
座
し
て
い
る
。
四
座

神
人
は
、
神
殿
瑞
垣
内
に
昇
殿
し
て
、
神
饌
等
を
奉
献
し
て
い
た
。

　

慶
長
五
年
の
指
出
帳（18）

に
は
、
四
座
神
官
の
職
務
が
注
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ

に
は
、
大
禰
宜
は
、
放
生
会
で
神
体
が
御
輿
に
移
座
し
た
後
、
戸
口
を
符
す
と
い

う
。
小
禰
宜
は
、
放
生
会
の
時
、
御
輿
飾
り
を
行
い
、
神
馬
が
参
っ
た
ら
、
そ
れ

を
受
け
取
る
役
目
で
あ
る
。
ま
た
小
禰
宜
座
は
、宮
守
か
ら
御
神
供
を
受
け
取
り
、

六
位
・
他
姓
座
へ
渡
す
役
人
で
あ
る
。
六
位
・
他
姓
座
が
瑞
垣
内
に
ひ
か
え
、
手

か
ら
手
へ
御
供
を
伝
え
渡
し
て
神
前
に
献
備
す
る
伝
供
を
大
禰
宜
・
小
禰
宜
が
補

佐
す
る
。
瑞
籬
内
の
神
前
近
く
に
仕
え
る
神
職
が
四
座
で
あ
っ
た
。

　

延
宝
七
年
（
一
六
七
九
）
の
放
生
会
再
興
の
祭
礼
次
第（19）

に
よ
る
と
、
ま
ず
神

を
御
輿
に
遷
す
た
め
に
、
俗
別
当
紀
左
京
進
・
神
主
紀
斎
・
撿
知
紀
宮
内
の
神
官

三
人
が
、
神
前
で
祝
詞
を
微
音
に
て
唱
え
、
次
に
御
殿
司
僧
と
神
官
が
正
殿
に
入

り
、
鳳
輦
を
寄
せ
て
大
床
に
置
く
。
こ
の
時
に
他
姓
座
・
六
位
・
大
禰
宜
・
小
禰

宜
が
奉
仕
す
る（20）
。
特
に
他
姓
・
六
位
は
、
大
床
に
置
か
れ
た
鳳
輦
を
覆
う
幕
の

内
へ
入
り
神
体
が
遷
る
時
に
奉
仕
す
る
重
要
な
役
を
担
っ
て
い
た
。

　

こ
の
再
興
の
祭
列
の
次
第
に
は
唐
櫃
・
錫
杖
・
如
意
・
御
三
衣
・
御
香
炉
・
御

殿
司
の
後
に
御
幣
・
御
弓
・
御
太
刀
に
は
小
禰
宜
・
大
禰
宜
が
供
奉
す
る
。
そ
し

て
一
の
鳳
輦
の
後
に
続
く
俗
別
当
に
六
位
・
他
姓
座
が
従
い
、
六
位
に
は
小
禰
宜

が
、
他
姓
座
に
は
大
禰
宜
が
付
き
添
う
。
二
の
御
鳳
輦
の
後
に
は
神
主
、
三
の
鳳

輦
に
は
撿
知
、
三
神
そ
れ
ぞ
れ
に
神
官
が
供
奉
し
、
そ
こ
へ
一
の
鳳
輦
同
様
に
他

姓
・
六
位
、
大
禰
宜
・
小
禰
宜
と
神
官
系
の
神
人
が
従
う
の
で
あ
る
。
享
保
十
年

（
一
七
二
五
）
の
放
生
会（21）

に
は
、
一
の
鳳
輦
の
後
に
、
御
釼
を
他
姓
座
が
捧
げ
持

ち
、
次
に
御
太
刀
は
六
位
が
、
そ
の
次
に
御
弓
を
大
禰
宜
が
持
っ
て
続
く
、
い
ず

れ
も
五
位
の
衣
冠
を
着
し
て
奉
仕
す
る
と
あ
る
。
嘉
永
六
年
の
放
生
会
の
記
録（22）

で

は
、
四
座
の
神
人
が
御
幣
や
御
釼
・
御
太
刀
・
御
弓
な
ど
を
捧
げ
持
ち
行
列
に
参

列
す
る
だ
け
で
な
く
献
花
や
大
床
で
の
奉
仕
に
加
え
、
還
幸
の
申
の
夕
刻
ま
で
の

間
を
、
時
刻
を
分
担
し
て
勤
番
し
て
、
神
体
を
護
っ
て
い
た
。
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四
、
神
官
相
続
手
続
き

　

石
清
水
の
放
生
会
に
参
列
す
る
神
宝
所
神
人
谷
村
家
で
は
十
三
通
の「
宮
寺
符
」

が
伝
来
し
、
公
文
所
か
ら
神
宝
所
神
人
職
を
補
任
さ
れ
て
い
る（23）
。
公
文
所
の
職

務
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
正
・
仮
遷
宮
や
諸
祭
儀
に
お
い
て
山
上
山
下
僧
俗

諸
神
人
を
奉
行
す
る
職
務
で
あ
る
。
公
文
所
か
ら
補
任
を
う
け
る
神
人
は
、
松
井

村
の
袖
幡
神
人
・
駕
輿
丁
神
人
・
御
綱
曳
神
人
・
交
野
の
火
長
陣
衆
・
鉾
座
神
人
・

宮
鍛
冶
神
人
・
戸
津
村
の
団
神
人
な
ど
で
あ
る
。

　

森
元
信
恵
は
、
寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）
神
苻
務
公
文
所
院
秀
か
ら
八
幡
宮

寺
符
に
よ
り
安
居
本
頭
神
人
に
補
任
さ
れ
て
い
る
（
2
号
文
書
）。
し
か
し
、
そ

れ
に
先
立
ち
、
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
八
月
十
一
日
、
森
元
右
近
藤
原
信
恵
の
、

六
位
禰
宜
補
任
は
、
神
官
撿
知
か
ら
出
さ
れ
る
、
次
の
よ
う
な
文
書
に
よ
っ
て
な

さ
れ
る
（
1
号
文
書
）。

　
　

石
清
水
八
幡
宮

　
　
　
　
　
　

差
定
新
賀
頭
役
之
事

　
　
　
　
　
　

六
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　

森
元
右
近
藤
原
信
恵

　
　

右
以
彼
職
任
先
例
所
令
補
任
如
件

　
　
　
　
　

天
明
八
年
八
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
官
撿
知
大
輔
紀
宿
禰
（
印
）

　

公
文
所
の
宮
寺
符
に
よ
っ
て
神
宝
所
神
人
の
家
督
相
続
が
な
さ
れ
る
と
い
う

が
、
こ
の
六
位
禰
宜
の
新
賀
差
定
は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

目
録
森
本
家
旧
蔵
文
書
の
備
考
欄
に
記
す
よ
う
に
、包
紙
に
は
歴
代
当
主
が
十
三
、

四
才
で
初
め
て
六
位
に
補
任
さ
れ
た
こ
と
が
注
記
さ
れ
て
い
る
。
石
清
水
神
領
に

お
い
て
は
、
神
官
職
は
、
俗
別
当
、
神
主
、
撿
知
、
い
ず
れ
も
紀
氏
を
名
乗
る
三

家
が
そ
れ
ぞ
れ
朱
印
地
二
十
石
、
十
九
石
、
二
十
石
を
給
さ
れ
叙
位
任
官
し
て
神

事
に
あ
た
っ
て
い
た（24）
。
石
清
水
の
仏
事
に
あ
た
る
別
当
に
対
し
て
、
神
事
を
統

括
す
る
俗
別
当
、
そ
れ
を
補
佐
す
る
神
主
、
そ
の
次
に
撿
知
が
控
え
る
。
先
に
述

べ
た
よ
う
に
六
位
禰
宜
は
、
こ
れ
ら
神
官
に
従
い
、
神
前
神
供
を
執
り
行
う
神
人

で
あ
る
。
撿
知
か
ら
だ
さ
れ
る
新
賀
頭
役
差
定
に
よ
り
、
六
位
禰
宜
職
を
相
続
補

任
さ
れ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
差
定
は
本
来
仏
事
の
配
役
を
差
し
定
め
、
各
人

に
通
知
し
て
承
認
を
求
め
る
も
の
で
、
そ
の
年
の
勤
仕
を
命
ず
る
安
居
頭
役
差
定

に
対
し
て
、
新
賀
差
定
に
よ
り
終
世
神
職
神
人
身
分
の
証
と
な
る
。

　
「
宮
寺
補
任
記
」（25）

に
は
、
応
永
三
十
三
年
（
一
四
二
六
）・
永
享
九
年
（
一
四

三
七
）・
長
禄
二
年
（
一
四
五
八
）・
永
正
十
二
年
（
一
五
一
五
）・
慶
長
十
一
年
（
一

六
〇
六
）
に
他
姓
座
宛
の
新
賀
差
定
の
写
し
が
あ
り
、
近
世
に
お
い
て
も
他
姓
座

も
同
様
に
新
賀
頭
役
差
定
に
よ
っ
て
補
任
さ
れ
る
と
推
定
で
き
る
。
と
す
る
と
四

座
神
人
の
う
ち
の
大
禰
宜
・
小
禰
禰
宜
も
お
そ
ら
く
同
様
に
撿
知
に
よ
る
補
任
が

な
さ
れ
る
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
が
、
今
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
史
料
を
持

ち
得
て
い
な
い
。

　

そ
こ
で
、
神
前
に
献
備
す
る
御
供
を
供
御
所
に
お
い
て
調
進
し
、
そ
れ
を
小
禰

宜
に
手
渡
す
職
務
の
宮
守
神
人（26）

に
伝
来
す
る
文
書
か
ら
補
任
状
二
通
を
次
に
記

す
。

「
近
世
石
清
水
八
幡
宮
の
所
司
発
給
文
書
に
み
る
神
人
身
分

一
三
九



　
　

石
清
水
八
幡
宮
寺

　
　
　
　
　
　

差
定
宮
守
職
分
之
事

　
　
　
　
　
　

宮
守
座

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伴
中
書
英
金

　
　

右
以
彼
職
任
先
例
所
令
補
任
如
件

　
　
　
　
　

享
保
六
年
九
月
二
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　

神
官
撿
知
大
夫
行
土
佐
守
紀
季
豊
（
印
）（
花
押
）

　
　

石
清
水
八
幡
宮
寺

　
　
　
　
　
　

差
定
宮
守
二
行
事
大
夫
職
之
事

　
　
　
　
　
　

宮
守
座
二
行
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伴
中
書
英
金

　
　

右
以
彼
職
任
先
例
所
令
補
任
如
件

　
　
　
　
　

享
保
六
年
十
月
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　

神
官
撿
知
大
夫
行
土
佐
守
紀
季
豊
（
印
）（
花
押
）

　

神
官
撿
知
の
紀
季
豊
か
ら
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
九
月
に
伴
英
金
宛
に
宮
守

職
の
補
任
状
が
だ
さ
れ
、
十
月
十
四
日
、
宮
守
中
の
二
行
事
に
補
任
さ
れ
て
い
る
。

宮
守
神
人
宛
の
補
任
状
を
一
五
九
頁
の
別
表
「
宮
守
補
任
目
録
」
に
ま
と
め
た
。

こ
の
表
か
ら
各
世
代
の
宮
守
神
人
職
の
相
続
に
は
、
ま
ず
宮
守
拾
人
の
職
分
に
補

任
さ
れ
、
そ
の
な
か
で
一
行
事
、
二
行
事
と
い
う
戒
臈
を
任
じ
る
シ
ス
テ
ム
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
神
供
を
調
進
し
小
禰
宜
に
手
渡
す
宮
守
神
人
は
、
神
官
が

主
催
す
る
神
事
に
従
事
す
る
ゆ
え
に
撿
知
に
よ
る
補
任
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ

う
。
な
お
、
撿
知
か
ら
は
、
補
任
状
だ
け
で
は
な
く
、
宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）

に
石
清
水
神
官
撿
知
紀
公
豊
、
寛
延
元
年
（
一
七
四
七
）
同
撿
知
従
五
位
下
紀
豊

高
か
ら
、
松
井
村
袖
幡
神
人
に
た
い
し
て
二
度
に
わ
た
っ
て
神
拝
作
法
が
伝
授
さ

れ
て
い
る（27）
。

　

さ
ら
に
別
表
を
み
て
い
く
と
伴
保
金
に
は
、
家
職
を
相
続
し
天
保
八
年
（
一
八

三
七
）
二
月
に
初
卯
の
神
楽
に
は
じ
め
て
奉
仕
す
る
た
め
に
宮
守
職
及
び
二
行
事

に
補
任
さ
れ
、
同
時
に
斎
服
免
許
状
が
だ
さ
れ
た
。
そ
の
後
天
保
十
三
年
十
二
月

十
一
日
、
公
文
所
か
ら
宮
寺
符
に
よ
り
安
居
頭
神
人
職
に
補
任
さ
れ
て
い
る
。
安

居
の
神
事
は
、
宮
寺
の
祠
官
所
司
神
官
か
ら
石
清
水
神
領
内
の
百
姓
住
民
に
い
た

る
ま
で
、
頭
役
勤
仕
を
命
ぜ
ら
れ
、
無
双
の
大
栄
と
し
て
頭
家
の
富
と
神
人
身
分

を
誇
示
す
る
祭
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
は
、
ま
ず
安
居
頭
人
た
る
資
格
を
有
す
る
神

領
居
住
の
神
人
身
分
で
あ
る
こ
と
が
「
宮
寺
符
」
に
よ
っ
て
公
文
所
か
ら
示
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
次
に
安
居
頭
人
補
任
と
共
に
「
小
差
符
」
と
称
さ
れ
る
安
居
頭
役

の
差
符
が
、
公
文
所
と
兼
官
両
名
か
ら
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
木
差
符
」
と
称
さ

れ
る
堂
荘
厳
宝
樹
預
の
差
符
は
、
公
文
所
・
絵
所
・
兼
官
の
所
司
三
者
が
連
署
す

る（28）
。
こ
の
三
通
に
よ
っ
て
、
十
二
月
に
行
わ
れ
る
安
居
神
事
の
頭
役
勤
仕
の
手

続
き
が
な
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
文
書
の
シ
ス
テ
ム
は
、
管
見
で
は
正
保
三
年
ま
で

遡
り（29）
、
安
居
神
事
が
慶
長
五
年
に
再
興
さ
れ
、
近
世
石
清
水
の
神
事
と
し
て
定

着
し
た
十
七
世
紀
前
半
頃
に
は
、公
文
所
発
給
文
書
の
形
が
整
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

　

こ
の
三
通
に
お
い
て
は
公
文
所
・
絵
所
は
三
綱
の
上
座
・
寺
主
・
都
維
那
の
い

ず
れ
か
の
僧
官
で
あ
り
。
宮
寺
の
御
正
印
が
押
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
安
居

神
事
と
呼
称
し
な
が
ら
も
、
僧
官
の
所
司
が
命
ず
る
仏
事
系
の
儀
式
と
捉
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
公
文
所
か
ら
は
、
遷
宮
に
際
し
て
も
宮
寺
符
が
出
さ
れ
て
い
る
。
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石
清
水
の
神
人
身
分
を
示
す
補
任
状
に
は
、
諸
行
事
の
中
で
も
奉
仕
す
る
職
掌

に
よ
り
、
ま
た
撿
知
か
或
は
公
文
所
か
ら
出
さ
れ
る
か
に
よ
っ
て
神
仏
の
分
別
が

明
か
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　

五
、
斎
服
免
許
状
と
神
人
身
分

　

森
本
家
で
は
、
天
明
八
年
八
月
に
信
恵
（
1
号
文
書
）、
文
化
十
四
年
二
月
邑

信
（
3
号
文
書
）、
文
政
十
一
年
十
二
月
（
4
号
文
書
）、
文
久
元
年
八
月
（
5
号

文
書
）
で
新
賀
頭
役
差
定
に
よ
り
六
位
に
補
任
さ
れ
て
い
る
。
文
化
十
四
年
と
文

久
元
年
は
同
時
に
斎
服
免
許
状
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
天
明
八
年
と
文
政
十
一
年

は
翌
年
で
あ
る
。
神
宝
所
神
人
谷
村
家
で
は
、
補
任
と
斎
服
免
許
が
ほ
ぼ
同
時
に

出
さ
れ
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る（30）
。
こ
れ
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

　

信
徳
の
補
任
は
文
政
十
一
年
十
二
月
で
、
斎
服
免
許
は
翌
年
の
二
月
で
あ
る
。

信
邑
・
信
徳
の
母
は
、
神
原
市
左
衛
門
の
実
姉
で
あ
っ
た
。
神
原
家
に
は
嗣
子
が

な
く
、
文
化
十
四
年
に
当
家
を
相
続
し
て
い
た
信
徳
の
兄
邑
信
が
文
政
六
年
七
月

に
神
原
市
左
衛
門
家
を
相
続
し
た
。
こ
れ
よ
り
森
本
家
の
跡
を
継
ぐ
た
め
に
、
信

徳
は
文
政
十
年
に
名
を
正
三
郎
か
ら
若
狭
と
改
め
六
位
の
仲
間
入
り
を
し
て
、
翌

文
政
十
一
年
十
二
月
十
三
歳
に
し
て
新
賀
差
定
に
よ
り
六
位
に
補
任
さ
れ
た
。
明

く
る
文
政
十
二
年
二
月
の
初
卯
の
神
楽
で
は
じ
め
て
祭
礼
に
勤
仕
す
る
斎
服
を
着

用
す
る
た
め
に
免
許
状
が
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
八
月
の
放
生
会
と
二
月
の
初
卯

の
御
神
楽
と
い
う
神
事
を
機
会
に
、
当
家
を
相
続
す
る
世
代
が
補
任
状
に
よ
っ
て

六
位
禰
宜
を
受
け
継
ぐ
の
で
あ
る
。
祭
礼
に
初
め
て
六
位
禰
宜
の
斎
服
を
着
用
す

る
故
に
同
時
に
斎
服
の
許
可
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る（31）
。

　

こ
こ
で
文
化
十
四
年
斎
服
免
許
状
（
13
号
文
書
、
図
版
）
を
次
に
示
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

森
本
栖
藤
原
邑
信

　
　
　
（
花
押
）

　
　

右
於

　
　

当
宮
布
斉
服
着
用
之
事

　
　

御
免
許
之
旨
依

　
　

長
吏
仰
執
達
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

公
文
所

　
　

文
化
十
四
年
二
月　
　
　
　

権
大
僧
都
紀
院
秀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

兼
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
総
介
紀
意
尊

　

こ
の
文
書
の
袖
に
署
さ
れ
た
花
押
は
8
号
文
書
（
図
版
）
の
「
宮
寺
政
所
下
文
」

の
検
校
准
法
務
前
大
僧
正
の
花
押
と
等
し
い
。
こ
の
時
の
検
校
は
、
善
法
寺
立
清

で
、
兼
官
は
、
藤
木
上
総
介
紀
意
尊
で
あ
っ
た
。
石
清
水
の
斎
服
免
許
状
は
、
宮

寺
の
首
席
た
る
長
吏
・
社
務
検
校
の
意
を
奉
じ
て
、
公
文
所
と
兼
官
が
連
署
し
て

文
書
を
作
成
し
、
検
校
が
そ
こ
へ
袖
判
を
署
す
。
な
お
文
化
十
四
年
と
文
久
元
年

の
免
許
状
に
は
、
礼
紙
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。

　
「
石
清
水
補
任
記
」に
あ
る
応
永
三
十
四
年
、宝
徳
三
年
の
八
幡
宮
寺
政
所
符
は
、

検
校
名
で
従
五
位
下
の
叙
位
を
任
じ
て
い
る
。
神
人
の
補
任
と
叙
位
は
政
所
の
長

の
検
校
か
ら
政
所
符
と
し
て
出
さ
れ
て
い
た（32）
。
近
世
で
は
、
神
領
居
住
の
神
人

「
近
世
石
清
水
八
幡
宮
の
所
司
発
給
文
書
に
み
る
神
人
身
分

一
四
一



身
分
は
家
康
朱
印
状
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
叙
位
に
つ
い
て
は
、
諸
社
祢
宜
神
主

法
度
に
あ
た
ら
な
い
、
石
清
水
は
広
橋
家
が
執
奏
と
し
て
直
接
朝
廷
へ
交
渉
す
る

道
筋
を
も
つ
の
で
あ
る
が
、
石
清
水
神
人
身
分
を
示
す
斎
服
に
つ
い
て
は
、
宮
寺

の
政
務
機
関
の
長
と
し
て
検
校
が
中
世
の
政
所
符
の
系
譜
を
も
つ
政
所
下
文
の
形

式
で
出
さ
れ
て
い
た
。

　

文
化
十
四
年
、
補
任
状
と
斎
服
免
許
状
を
受
け
取
る
時
の
様
子
を
森
本
信
恵
が

日
記（33）
に
記
録
し
て
い
る
。

　
　

文
化
十
四
丁
丑
正
月
二
日

　
　
　
　
　
　
　

今
日
倅
栖
社
務
中
出
礼
進
物
左
之
通

　
　

当
職
善
法
寺
殿
江　
　
　
　
　

大
僧
正
殿　
　

鳥
目
弐
拾
疋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

法
印
殿　
　
　

三
本
入
扇
子
箱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

台

　
　

田
中
殿　
　
　
　
　
　
　
　
　

権
僧
正
殿
へ　

鳥
目
弐
拾
疋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

法
眼
殿
へ　
　

三
本
入
扇
子
箱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

台

　
　
　
　

鳥
目
者
さ
し
候
而
結
名
札
森
本
栖
と
書
ス
台
ナ
シ

　
　

新
善
法
寺
殿　
　
　
　
　
　
　

法
眼
殿
へ　
　

鳥
目
弐
拾
疋

　
　
　
　
　
　
　

藤
木
兼
官
へ　
　
　
　
　
　
　
　

片
木
弐
本
入
扇
子
箱

　
　
　
　
　
　
　

神
官
紀
近
江
守
へ　
　
　
　
　
　

同
断

　
　

�

右
之
通
り
進
物
差
出
候
事
、
尤
社
務
中
口
達
之
上
、
熨
斗
昆
布
被
下
候
事
、

右
者
予
十
四
才
ニ
而
出
礼
相
勤
候
天
明
七
丁
未
九
月
九
日
之
例
之
通
ニ
取
計

之
事

　

二
月
に
補
任
状
と
斎
服
免
許
状
を
受
け
取
る
た
め
、
正
月
二
日
早
々
に
社
務
当

職
善
法
寺
大
僧
正
立
清
に
は
、
鳥
目
二
十
疋
を
、
立
清
嫡
男
の
法
印
郢
清
に
は
三

本
入
り
の
扇
子
を
進
物
と
し
て
台
に
載
せ
差
し
出
し
た
。
社
務
家
の
田
中
権
僧
正

由
清
に
は
鳥
目
二
十
疋
と
子
息
の
法
眼
殿
（
農
清
）
に
も
箱
入
り
扇
子
三
本
を
、

同
じ
く
社
務
家
新
善
法
寺
法
眼
劭
清
に
、
鳥
目
二
十
疋
を
贈
り
、
兼
官
藤
木
と
神

官
撿
知
紀
近
江
守
直
養
に
も
二
本
入
の
扇
子
箱
を
音
物
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

日
記
の
著
者
信
恵
が
天
明
七
年
に
十
四
才
で
出
礼
し
た
例
に
倣
っ
た
と
い
う
。
も

う
ひ
と
り
の
六
位
禰
宜
森
本
貢
方
へ
は
仲
間
入
り
の
挨
拶
と
し
て
饗
応
料
の
白
銀

と
扇
子
を
持
参
し
、
社
務
家
に
出
礼
し
た
こ
と
を
報
告
し
た
。
廿
七
日
善
法
寺
家

に
赴
き
、
改
め
て
公
文
所
と
兼
官
宛
て
の
斎
服
免
許
の
願
書
を
提
出
し
て
い
る
。

　

ま
た
撿
知
紀
近
江
守
へ
も
二
月
の
初
卯
よ
り
神
役
出
勤
し
た
い
の
で
、
そ
の
日

ま
で
に
補
任
状
の
交
付
を
願
い
出
て
い
る
が
、
願
書
な
ど
の
提
出
は
な
く
、
天
明

八
年
の
信
恵
の
補
任
状
写
と
こ
の
度
補
任
を
願
う
邑
信
の
名
札
を
差
出
し
て
い

る
。
神
官
の
筆
頭
俗
別
当
に
対
し
て
は
挨
拶
・
願
書
等
提
出
の
記
録
は
な
い
。
仏

事
系
神
人
の
補
任
状
を
だ
す
公
文
所
へ
は
補
任
願
書
を
差
出
し
、
社
務
へ
も
赴
き

願
書
を
出
す
の
に
対
し
て
略
式
な
の
か
、
俗
別
当
不
在
等
何
ら
か
事
情
が
あ
る
か

不
明
で
あ
る
。
ま
た
信
魚
は
、
古
例
の
補
任
状
の
書
き
出
し
は
「
石
清
水
八
幡
宮

寺
」
で
あ
る
が
、
信
恵
自
身
の
補
任
状
に
は
「
石
清
水
八
幡
宮
」
と
「
寺
」
の
文

字
が
な
い
の
で
、
邑
信
宛
て
も
そ
れ
に
倣
っ
て
ほ
し
い
旨
を
申
出
て
承
諾
さ
れ
て

い
る
。

　

二
月
五
日
の
初
卯
の
当
日
、
午
前
十
時
頃
に
当
職
の
も
と
に
麻
上
下
を
着
用
し

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
六
十
七
号
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四
二



て
伺
う
と
、
兼
官
藤
木
氏
か
ら
斎
服
免
許
状
が
手
渡
さ
れ
た
。
そ
の
お
礼
と
し
て

鳥
目
二
十
疋
に
名
札
を
つ
け
て
贈
呈
し
て
い
る
。
同
日
信
恵
は
子
息
の
邑
信
を
伴

い
狩
衣
に
着
替
え
撿
知
家
を
訪
れ
る
と
両
人
と
も
に
座
敷
に
通
さ
れ
、
撿
知
自
ら

邑
信
に
補
任
状
が
手
渡
さ
れ
た
。
撿
知
へ
は
名
札
を
添
え
て
鳥
目
百
疋
を
差
出
し

た
。
取
次
へ
も
二
百
文
と
そ
の
他
に
音
物
を
要
求
さ
れ
た
が
、
先
例
は
な
い
と
断

っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
儀
礼
が
終
了
し
、
夕
方
か
ら
行
わ
れ
る
初
卯
の
神
事
を
は

じ
め
て
親
子
で
勤
仕
し
た
。

　

六
位
神
官
身
分
の
補
任
状
と
斎
服
許
可
を
受
け
取
る
ま
で
の
手
続
き
過
程
を
見

て
き
た
が
、
公
文
所
よ
り
発
給
さ
れ
る
神
宝
所
神
人
の
補
任
状（34）

に
比
し
て
、
撿

知
に
対
し
て
は
挨
拶
や
願
書
が
省
か
れ
、
よ
り
親
し
い
間
柄
で
あ
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
こ
の
時
の
日
記
の
記
述
の
文
言
・
分
量
か
ら
も
薄
礼
を
印
象
付
け
ら
れ
た
。

仏
事
を
統
括
す
る
僧
侶
の
頂
点
に
あ
る
だ
け
で
な
く
神
領
全
体
を
統
治
す
る
社
務

に
対
し
て
、
神
官
の
頂
点
で
あ
る
俗
別
当
家
に
は
、
家
勢
の
衰
え
を
示
す
史
料
が

あ
る
。
慶
安
五
年
（
一
六
五
二
）
数
年
来
の
借
財
や
高
齢
に
よ
り
家
の
存
続
が
危

ぶ
ま
れ
て
い
た
。
清
吉
を
善
法
寺
に
召
し
置
き
、
俗
別
当
一
期
の
後
、
知
行
を
返

納
し
て
借
財
に
当
て
、
清
吉
が
俗
別
当
家
相
続
に
か
な
う
人
物
に
成
長
し
な
か
っ

た
場
合
、
妹
に
入
り
婿
を
と
り
相
続
す
る
こ
と
を
俗
別
当
と
縁
者
源
四
郎
等
が
連

署
し
て
時
の
兼
官
藤
木
権
右
衛
門
尉
に
願
書
を
提
出
し
て
い
る（35）
。

　

ま
た
明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）
に
は
、
不
調
法
に
よ
り
俗
別
当
紀
因
幡
は
中
追

放
と
な
り
、
因
幡
の
妻
子
は
親
も
と
へ
返
さ
れ
、
朱
印
状
と
知
行
・
家
屋
敷
な
ど

の
跡
式
は
社
務
の
取
り
計
ら
い
と
な
っ
て
い
た
。
俗
別
当
不
在
で
あ
っ
て
も
神
主

紀
美
濃
守
と
撿
知
紀
若
狭
守
両
人
に
て
神
事
を
執
り
行
っ
て
い
た
が
、
天
明
四
年

（
一
七
八
四
）
紀
若
狭
が
病
死
し
た
。
以
前
に
は
神
官
紀
若
狭
ひ
と
り
で
勤
め
て

い
た
が
、
官
幣
の
進
め
方
に
つ
い
て
四
座
中
が
拒
ん
だ
た
め
作
法
遅
滞
し
た
。
そ

う
し
た
こ
と
か
ら
、
天
明
五
年
九
月
に
社
務
三
家
か
ら
奉
行
所
に
新
善
法
寺
の
弟

多
喜
丸
二
十
歳
を
俗
別
当
家
に
取
立
て
る
願
書
が
出
さ
れ
た（36）
。
こ
の
後
、
こ
の

願
い
が
聞
届
け
ら
れ
た
か
不
明
で
あ
る
。
社
務
家
は
、
三
家
が
分
立
し
互
い
に
競

合
し
な
が
ら
も
、
家
の
存
続
を
図
り
、
同
等
の
家
格
同
士
養
子
縁
組
を
重
ね
る
こ

と
が
で
き
た
の
に
対
し
て
、
俗
別
当
家
は
、
神
官
三
家
の
筆
頭
で
あ
る
が
、
戒
臈

に
見
合
っ
た
相
続
人
の
欠
如
に
よ
り
家
勢
の
衰
え
を
示
し
て
い
た
。
一
方
六
位
禰

宜
の
森
本
家
は
、
社
士
惣
代
と
し
て
神
領
自
治
の
代
表
を
務
め
る
な
ど
神
領
内
の

政
治
能
力
を
も
養
い
な
が
ら
、
古
典
研
究
や
神
道
就
学
を
修
め
、
神
官
に
代
わ
っ

て
祝
詞
作
成
や
神
事
執
行
を
主
導
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

石
清
水
か
ら
の
正
式
文
書
の
政
所
下
文
、
神
官
補
任
状
、
斎
服
免
許
状
と
進
め

て
き
た
。こ
れ
ら
三
種
の
文
書
は
い
ず
れ
も
縮
緬
皺
の
あ
る
厚
手
の
料
紙
で
あ
る
。

　

政
所
下
文
・
斎
服
免
許
状
は
「
小
鷹
檀
紙
」、
新
賀
頭
役
差
定
は
「
中
高
紙
」

で
出
さ
れ
る
こ
と
が
日
記
に
記
さ
れ
て
い
る（37）
。
森
本
家
と
宮
守
神
人
家
共
に
こ

れ
ら
文
書
の
平
均
寸
法
は
、
政
所
下
文
が
縦
三
四
・
三
、
横
四
八
・
四
㎝
、
斎
服

免
許
状
が
縦
三
四
・
五
、
横
五
〇
・
八
㎝
で
あ
る
。
一
方
森
本
家
の
新
賀
頭
役
差

定
は
縦
四
〇
・
九
×
横
五
九
・
一
㎝
、
宮
守
神
人
補
任
状
は
縦
四
〇
・
八
、
横
五

六
・
六
㎝
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
撿
知
か
ら
出
さ
れ
る
神
人
補
任
状
は
中
高
檀
紙

で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
近
世
檀
紙
が
大
き
さ
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ
、
徳
川
家

康
・
秀
忠
・
家
光
の
三
代
の
領
知
朱
印
状
の
平
均
寸
法
が
縦
四
六
・
一
×
横
六
三
・

七
㎝
で
、
い
わ
ゆ
る
大
高
檀
紙
で
あ
る（38）
。
料
紙
寸
法
で
は
三
種
の
う
ち
で
は
神

官
補
任
状
が
高
位
の
文
書
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。

「
近
世
石
清
水
八
幡
宮
の
所
司
発
給
文
書
に
み
る
神
人
身
分

一
四
三



　
　
　
　

六
、
所
司
兼
官
と
公
文
所
の
職
務

　

補
任
状
と
政
所
下
文
や
斎
服
免
許
状
な
ど
神
領
内
外
の
石
清
水
神
人
に
宛
て
発

せ
ら
れ
る
文
書
は
、
宮
寺
組
織
で
は
所
司
と
称
す
る
寺
務
機
関
か
ら
出
さ
れ
る
。

近
世
の
所
司
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。

　

所
司
と
は
公
文
所
・
絵
所
・
判
官
・
御
馬
所
・
巡
検
勾
当
及
び
兼
官
で
あ
る（39）
。

三
綱
を
経
た
者
の
中
か
ら
補
せ
ら
れ
る
と
い
う
が
、
近
世
に
お
い
て
、
僧
官
と
俗

官
が
相
混
じ
り
、
兼
官
を
除
く
各
職
は
上
野
・
藤
木
・
片
岡
・
今
橋
・
小
笹
の
五

家
が
代
々
勤
め
、
絵
所
藤
木
・
判
官
片
岡
・
御
馬
所
今
橋
は
、
善
法
寺
、
田
中
・

新
善
法
寺
家
の
社
務
三
家
に
属
し
て
い
た（40）
。
こ
の
所
司
の
藤
木
・
片
岡
・
今
橋

の
三
家
は
社
務
の
家
政
機
関
の
職
掌
を
も
兼
ね
、
公
家
の
雑
掌
の
よ
う
な
働
き
を

し
て
い
た
と
い
う
。
こ
れ
を
一
四
七
頁
の
「
所
司
整
理
表
」
に
ま
と
め
た
。

　

公
文
所
と
絵
所
は
、
三
綱
の
上
座
・
寺
主
・
都
維
那
の
役
名
を
も
つ
僧
官
で
あ

る
。
絵
所
は
、
近
世
で
は
会
所
と
書
き
表
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
兼
官
は
、
社
務

当
職
に
就
任
し
た
社
家
に
属
す
る
所
司
が
兼
官
に
就
任
し
、
放
生
会
や
遷
宮
な
ど

の
儀
式
や
支
配
に
か
か
る
神
領
全
体
の
政
務
を
司
り
、
そ
の
役
料
と
し
て
五
石
が

宛
て
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
先
に
見
た
文
化
十
四
年
斎
服
免
許
状
で
は
、
こ

の
時
の
社
務
当
職
は
善
法
寺
立
清
で
、
善
法
寺
家
に
所
属
す
る
絵
所
の
藤
木
家
が

兼
官
と
な
る
。
こ
う
し
た
関
係
は
、
社
務
当
職
に
代
わ
っ
て
兼
官
名
で
山
下
住
民

に
出
さ
れ
る
様
々
な
文
書
、
願
書
に
対
す
る
返
答
書
や
通
達
・
庄
屋
宛
て
の
書
状

な
ど
の
う
ち
年
未
詳
文
書
を
年
代
比
定
す
る
際
の
指
標
と
も
な
ろ
う
。

　

公
文
所
と
は
、
平
安
時
代
以
来
、
公
的
文
書
を
保
管
す
る
役
所
と
し
て
諸
官
衙

に
設
置
さ
れ
、
院
家
や
摂
関
家
、
大
社
寺
に
も
置
か
れ
た
。
石
清
水
で
も
天
慶
二

年
（
九
三
九
）
官
宣
旨
に
よ
り
三
綱
が
は
じ
め
て
置
か
れ
た
こ
と
を
も
っ
て
公
文

所
の
新
設
と
し
て
い
る
が
、
公
文
所
を
預
か
る
上
野
家
の
初
見
は
、
管
見
の
限
り

「
年
中
用
抄
」
応
永
十
六
年
（
一
四
〇
九
）
公
文
所
寄
人
補
任
に
あ
る
上
野
御
房

で
あ
る（41）
。「
年
中
用
抄
」
は
、
公
文
所
が
職
務
執
行
の
便
宜
の
た
め
応
永
十
六
年

よ
り
永
享
十
三
年
に
至
る
重
要
な
出
来
事
が
書
き
写
さ
れ
て
お
り
、
室
町
時
代
十

五
世
紀
初
頭
に
は
、
上
野
家
が
代
々
公
文
所
を
継
承
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。「
男
山
考
古
録
」
に
よ
る
と
、
公
文
所
の
建
物
は
、
旧
図
に
は
下
院
の

回
廊
の
西
に
記
さ
れ
て
い
た
が
、
い
つ
の
頃
か
絶
え
、
寛
永
九
年
敬
清
注
進
に
近

年
転
倒
し
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
一
八
世
紀
の
絵
図
に
跡
地
が
示

さ
れ
て
い
る（42）
。
お
そ
ら
く
近
世
初
頭
ま
で
は
公
文
所
寄
人
が
参
会
す
る
建
物
が

存
在
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
は
、
田
中
家
社
務
屋
敷
の
東
に
隣
接
す
る
上
野
家
の

私
邸
が
役
宅
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
明
治
五
年
、
元
所
司
公
文
所
上
野
清
慶
が
京
都
府
の
貫
属
と
な
り
、
自

家
の
由
緒
と
公
文
所
の
職
務
を
簡
潔
に
ま
と
め
て
い
る（43）
。

　
　

　
　

一�

勤
役
男
山
社
所
司
、
三
綱
上
座
、
春
秋
両
祭
年
中
節
会
、
正
仮
遷
宮
諸
神

事
、　

御
幸
并
将
軍
御
社
参
之
節
、
奉
行
職
務
、
山
上
山
下
僧
俗
諸
神
人

之
執
頭
、
惣
テ
御
祈
祷
之
節
内（

マ
マ
）節

着
座
、
天
長
地
久
御
祈
相
勤
候
事

　
　

一
頓
宮
御
預
り
守
護
仕
候
事
、
并
ニ
毎
年
正
月
疫
神
祭
執
行
、
御
祈
祷
仕
候

　
　
　

事

　
　

一�
御
正
印
御
祈
祷
執
行
、
放
生
会
正
遷
宮
之
節
、
御
鳳
輦
御
符
仕
、
勅
祭
之

　
　
　

節
御
神
札
江
御
正
印
奉
成
候
、
依
之
号　

神
苻
務
公
文
所
候
事

　
　

一
山
上
山
下
僧
俗
神
職
之
銘
々
江
、
御
成
文
差
出
候
事

京
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一�
御
本
宮
始
摂
社
末
社
御
宝
蔵
至
迄
、
毎
年
正
月
立
松
飾
、
并
勅
祭
其
外
御

規
式
之
節
、
御
注
連
飾
仕
候
事

　
　

一
御
神
宝
御
蔵
御
預
り
并
ニ
装
束
出
納
候
事

　
　

一��

安
居
神
事
之
節
、
当
役
之
神
人
江
、
差
苻
木
定
補
任
相
渡
、
当
家
江
出
席
、

　
　
　

上
座
役
相
務
候
事

　

正
仮
遷
宮
や
諸
神
事
、
将
軍
社
参
な
ど
の
祭
礼
・
儀
式
で
は
山
上
山
下
僧
俗
諸

神
人
す
べ
て
の
職
務
を
統
括
し
て
い
た
。
そ
れ
故
に
宮
寺
の
祭
礼
奉
仕
す
る
石
清

水
神
人
の
身
分
を
証
明
す
る
補
任
状
を
発
給
し
て
い
た
。
撿
知
か
ら
新
賀
差
定
に

よ
り
六
位
禰
宜
職
を
補
任
（
1
・
4
号
文
書
）
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
安
居
神

事
で
は
、
頭
役
を
勤
仕
す
る
際
は
改
め
て
、
公
文
所
か
ら
の
宮
寺
符
に
よ
り
安
居

頭
神
人
に
補
任
さ
れ
る
（
2
号
文
書
）
の
で
あ
る
。
そ
し
て
十
二
月
十
一
日
に
は
、

差
符
と
称
し
、
公
文
所
と
達
所
三
名
が
頭
役
家
に
赴
き
、
差
符
の
儀
式
が
行
わ
れ

る
。
お
そ
ら
く
公
文
所
か
ら
小
差
符
と
木
差
符
の
二
通
を
渡
し
、
酒
肴
や
挨
拶
を

往
復
し
、
言
祝
ぐ
謡
な
ど
を
披
露
す
る
。
な
お
、
年
未
詳
な
が
ら
、
森
本
家
が
安

居
頭
役
差
定
を
う
け
た
際
、
こ
の
差
符
の
儀
式
で
の
役
割
の
分
担
者
名
を
記
し
た

も
の
が
10
号
文
書
で
は
な
か
ろ
う
か（44）
。

　

安
居
頭
役
補
任
・
小
差
符
に
は
必
ず
方
形
の
朱
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。
御
正
印

で
あ
る
。
御
正
印
は
、
八
幡
神
を
宇
佐
か
ら
勧
請
し
た
行
教
が
自
ら
鋳
造
し
、
行

教
自
身
の
御
身
体
と
同
体
と
さ
れ
、
祭
列
に
は
こ
の
正
印
を
納
め
た
御
正
印
唐
櫃

が
参
列
す
る
。
こ
の
印
を
管
理
し
、
御
正
印
祈
祷
を
執
行
し
、
将
軍
家
や
尾
張
徳

川
家
な
ど
へ
献
上
す
る
神
札
に
御
正
印
を
捺
印
す
る
。
こ
の
役
職
に
よ
っ
て
、
神

苻
務
公
文
所
と
称
し
、
頓
宮
殿
を
預
か
る
公
文
所
が
厨
子
に
納
め
て
保
管
し
て
い

た（45）
。
近
世
で
よ
く
目
に
す
る
ほ
と
ん
ど
の
宮
寺
符
に
は
、
一
通
に
こ
の
御
正
印

が
一
顆
押
さ
れ
る
が
、
古
例
の
宮
寺
符
に
は
多
く
の
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

を
年
代
順
に
「
宮
寺
符
・
差
定　

御
正
印
数
整
理
表
」
一
六
〇
頁
に
ま
と
め
た
。

天
正
十
年
神
宝
所
神
人
谷
村
新
介
宛
て
差
定
に
は
二
十
八
、
慶
長
十
一
年
能
村
九

兵
衛
宛
宮
寺
符
に
は
十
六
と
本
文
の
全
面
に
多
数
の
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。
天
正

期
ま
で
は
、
公
文
所
寄
人
が
連
署
し
、
中
世
の
宮
寺
符
の
押
印
の
仕
方
を
踏
襲
し

て
い
る
が
、
寛
永
・
正
保
頃
に
は
次
第
に
正
印
の
数
を
五
～
八
と
減
じ
て
い
る（46）
。

寛
文
五
年
以
降
の
宮
寺
符
は
、
印
が
一
顆
に
な
り
、
書
出
し
の
「
宮
寺
符
」
の
ほ

ぼ
同
じ
位
置
に
押
印
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
（
一
六
一
頁
図
版
参
照
）。
こ
の
時
期

の
事
情
を
現
存
史
料
か
ら
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
近
世
の
宮
寺
符
の
文
書

様
式
が
こ
の
頃
に
成
立
し
た
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

　

ま
た
公
文
所
は
、
神
宝
の
御
蔵
を
管
理
し
、
祭
儀
に
参
列
す
る
神
人
等
の
装
束

の
出
納
を
行
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
職
務
か
ら
、
参
勤
の
日
時
、
袖
幡
神
人
や
綱

曳
神
人
な
ど
の
よ
う
に
多
く
の
神
人
を
従
え
る
長
に
対
し
て
組
下
の
神
人
の
名
前

を
事
前
連
絡
す
る
よ
う
に
命
じ
、
装
束
の
受
渡
し
及
び
祭
礼
終
了
後
の
装
束
の
返

納
の
日
時
な
ど
、
公
文
所
と
兼
官
両
署
名
に
よ
る
折
紙
形
式
の
「
成
文
（
な
り
ぶ

み
）」
に
よ
っ
て
神
人
に
下
達
さ
れ
て
い
る（47）
。
成
文
は
、
石
清
水
か
ら
神
人
へ
祭

礼
の
準
備
段
階
に
合
わ
せ
た
個
別
の
事
務
連
絡
文
書
で
あ
る
。

　

公
文
所
は
、
本
社
・
摂
末
社
や
宝
蔵
に
い
た
る
ま
で
の
諸
施
設
に
は
、
正
月
や

勅
祭
・
そ
の
他
儀
礼
に
際
し
、
立
松
や
注
連
縄
飾
り
を
行
う
。
ま
た
公
文
所
は
、

頓
宮
殿
を
管
理
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
こ
で
行
わ
れ
る
毎
年
正
月
の
疫
神
祭
の
祈
祷

等
を
執
行
す
る
。
こ
の
疫
神
祭
は
そ
の
年
の
災
厄
を
祓
う
と
し
て
、
と
く
に
四
十

二
歳
、
三
十
五
歳
の
厄
年
に
あ
る
者
は
、
三
か
年
の
厄
年
参
り
と
し
て
庶
民
の
信

「
近
世
石
清
水
八
幡
宮
の
所
司
発
給
文
書
に
み
る
神
人
身
分

一
四
五



仰
を
集
め
て
い
た（48）
。「
法
会
」
と
も
称
し
、
厄
除
大
祭
と
し
て
引
き
継
が
れ
、
現

在
も
正
月
と
同
様
に
多
く
の
参
拝
者
が
訪
れ
る
。
公
文
所
は
、
仏
教
儀
礼
だ
け
で

な
く
、
衆
庶
の
民
間
信
仰
に
も
携
わ
り
、
神
領
内
だ
け
で
な
く
他
領
の
神
人
と
も

接
触
す
る
機
会
が
多
い
所
司
の
中
で
も
重
要
な
地
位
に
あ
っ
た
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

お
わ
り
に

　

近
世
石
清
水
八
幡
宮
に
奉
仕
し
た
神
人
の
旧
家
に
は
、
補
任
状
な
ど
の
神
人
身

分
を
示
す
文
書
が
大
切
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
森
本
家
の
文
書
を
中
心
に
石
清
水

八
幡
宮
か
ら
出
さ
れ
る
文
書
の
指
出
人
、
文
書
形
式
な
ど
か
ら
、
八
幡
宮
の
政
務

機
関
所
司
の
組
織
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

祭
礼
に
奉
仕
す
る
者
は
、
日
常
的
に
は
、
百
姓
町
人
身
分
の
者
に
は
、
他
者
と

の
相
違
を
示
す
機
会
で
あ
っ
た
。
村
社
会
で
同
等
の
百
姓
身
分
で
あ
っ
て
も
、
祭

礼
で
は
長
職
神
人
に
と
っ
て
、
組
下
神
人
を
配
下
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
ハ
レ
の
時

で
あ
っ
た
。
社
士
な
ど
の
神
領
自
治
を
担
う
侍
層
に
と
っ
て
は
、
指
導
的
役
割
と

斎
服
に
よ
る
神
人
の
地
位
を
示
す
時
で
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
各
階
層
の
神
人
に

と
っ
て
は
、
公
文
所
や
神
官
撿
知
か
ら
だ
さ
れ
る
補
任
状
が
そ
の
身
分
の
証
で
あ

っ
た
。

　

神
領
内
で
は
、
徳
川
家
康
以
来
の
領
知
朱
印
状
は
、
独
自
の
経
済
基
盤
と
社
会

構
造
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
へ
補
任
状
に
よ
る
儀
式
に
よ
る
神
仏
の
身
分

的
分
別
機
能
が
加
わ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

徳
川
家
綱
政
権
、
寛
文
期
に
は
、
幕
府
の
政
治
機
構
も
整
い
幕
藩
体
制
の
安
定

期
に
入
っ
て
い
た
。
寛
文
印
知
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
全
国
の
大
名
・
寺
社
に
寛
文

朱
印
改
め
を
行
い
、
朱
印
状
発
給
の
大
幅
な
再
編
を
お
こ
な
い
、
土
地
支
配
権
の

確
立
を
み
た
。
石
清
水
で
も
寛
文
印
知
以
降
神
人
個
別
・
寺
庵
ご
と
に
出
さ
れ
て

い
た
も
の
が
、
組
ご
と
に
一
括
で
朱
印
状
が
出
さ
れ
、
神
領
内
に
出
さ
れ
る
朱
印

状
の
数
は
家
康
の
三
百
六
十
通
か
ら
以
後
三
十
三
通
と
な
り
、文
言
も
統
一
さ
れ
、

領
知
朱
印
状
の
書
式
が
ほ
ぼ
確
立
す
る
。
全
国
の
神
社
に
対
し
て
は
領
知
の
安
堵

と
引
き
換
え
に
諸
社
祢
宜
法
度
に
よ
り
一
元
的
な
統
制
を
行
う
な
か
で
、
石
清
水

八
幡
宮
の
よ
う
な
大
社
は
、
神
祇
管
領
吉
田
家
の
配
下
に
組
み
込
ま
れ
な
い
、
宮

寺
独
自
の
地
位
を
維
持
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
近
世
の
統
一
的
な
流
れ

の
中
に
あ
っ
て
、
実
務
を
行
う
所
司
は
、
中
世
以
来
の
石
清
水
の
権
威
を
文
書
形

式
に
継
承
し
つ
つ
、
寛
文
期
を
画
期
と
し
て
、
宮
寺
符
な
ど
の
書
式
や
発
給
手
続

き
に
近
世
的
な
形
式
を
整
え
て
い
た
。

�

（
二
〇
一
五
年
九
月
三
十
日
受
理
）

�

（
た
け
な
か　

ゆ
り
よ　

文
学
部
歴
史
学
科　

特
任
講
師
）
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【
注
】

（
１
）　�

千
種
正
裕
氏
蔵
「
森
本
家
日
記
」、
同
家
の
記
録
は
、
六
位
神
官
と
し
て

の
記
録
に
と
ど
ま
ら
ず
、
神
領
内
外
の
様
々
な
事
件
に
対
し
て
森
町
内
や

神
領
住
民
の
様
子
を
描
き
、
神
領
自
治
を
担
う
社
士
日
記
と
し
て
そ
の
内

容
は
多
岐
に
わ
た
る
。

（
２
）　�

森
本
信
冨
『
森
本
史
』
巻
壱
、大
正
二
年
八
月
、私
家
版
、森
本
信
富
（
ノ

ブ
ア
ツ
）
は
安
政
六
年
四
月
、
田
中
町
三
田
村
家
の
別
邸
に
生
ま
れ
、
幼

名
養
次
郎
、
中
務
と
称
し
森
本
家
の
養
子
と
な
る
。
明
治
十
七
年
頃
森
本

家
に
伝
わ
る
記
録
類
を
整
理
し
、
歴
代
の
事
績
を
著
し
た
。
明
治
初
期
の

森
本
家
由
緒
書
等
と
は
若
干
の
齟
齬
が
あ
る
。

（
３
）　�

六
位
安
居
本
頭
神
人
知
行
分
、（
石
清
水
八
幡
宮
『
石
清
水
八
幡
宮
史
』

第
六
輯
、
八
七
五
頁
、
一
九
九
五
年
、
続
群
書
類
従
完
成
会
）、

（
４
）　�『
大
日
本
古
文
書
』
家
分
け
文
書
四
石
清
水
之
六
、
七
〇
四
頁
、
七
五
、

森
元
信
秀
起
請
文

（
５
）　�

前
掲
（
１
）、
神
原
市
左
衛
門
家
相
続
は
、
文
政
六
年
五
月
「
神
原
一
左

衛
門
帰
郷
家
督
相
続
一
件
」
を
森
本
信
魚
が
記
録
す
る
。

（
６
）　

前
掲
（
１
）

（
７
）　�

文
禄
三
年
志
水
小
八
郎
忠
宗
は
、
吉
田
家
よ
り
神
道
裁
許
状
を
う
け
て
い

る
（
井
上
智
勝
『
近
世
の
神
社
と
朝
廷
権
威
』
五
四
頁
）、
ま
た
宮
守
神

人
伴
与
九
郎
は
寛
永
一
八
年
か
ら
正
保
三
年
の
数
度
に
わ
た
っ
て
六
人
部

玄
昌
よ
り
唯
一
神
道
伝
授
を
受
け
て
い
る
（
個
人
蔵
「
宮
守
神
人
家
文

書
」）。

（
８
）　

長
濵
尚
次
「
男
山
考
古
録
」（『
石
清
水
八
幡
宮
史
料
叢
書
』
一
）

（
９
）　

石
清
水
八
幡
宮
『
石
清
水
八
幡
宮
史
』
首
巻
、
石
清
水
祠
官
家
系
図

（
10
）　�「
細
見
男
山
放
生
会
図
録
」
文
政
三
年
刊
（『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』

第
二
十
二
巻　

祭
礼　

一
九
七
九
年
、
三
一
書
房
所
収
）、「
石
清
水
八
幡

宮
放
生
会
絵
巻
」
交
野
市
教
育
委
員
会
『
石
清
水
八
幡
宮
放
生
会
調
査
報

告
書
』
二
〇
一
〇
年
、
石
清
水
八
幡
宮
蔵
「
石
清
水
祭
神
幸
之
図
」
榧
之

部
─
七
ほ
か

（
11
）　�

拙
稿
「
石
清
水
八
幡
宮
の
宮
大
工
」（
八
幡
市
教
育
委
員
会
・
石
清
水
八

所司整理表

所司役職 僧俗の別 姓 家名 所属社務

公文所 僧官 紀氏 上野 −

絵所 僧官 紀氏 藤木 善法寺

判官 俗官 源氏 片岡 田中

御馬所 俗官 源氏 今橋 新善法寺

巡検勾当 僧官、
後俗官か 不明 小笹（絶家）

（片岡・花井） −

「
近
世
石
清
水
八
幡
宮
の
所
司
発
給
文
書
に
み
る
神
人
身
分

一
四
七



幡
宮
『
石
清
水
八
幡
宮
諸
建
造
物
群
調
査
報
告
書
』（
本
文
）、
二
〇
〇
七

年
）

（
12
）　�
神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文
化
研
究
所
『
神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文
化
研
究

所
調
査
資
料
目
録　

松
井
幸
信
家
文
書
目
録
』
二
〇
一
〇
年

（
13
）　

前
掲
（
４
）、
一
九
九
頁
、
二
六
〇
「
石
清
水
八
幡
宮
寺
政
所
下
文
帳
」

（
14
）　�

伊
藤
清
郎
「
中
世
前
期
に
お
け
る
石
清
水
八
幡
宮
の
権
力
と
機
構
」（『
中

世
日
本
の
国
家
と
寺
社
』
二
〇
〇
〇
年
、
高
志
書
院
）

（
15
）　

前
掲
（
１
）、
安
政
六
年
二
月

（
16
）　

前
掲
（
２
）

（
17
）　

前
掲
（
1
）、
安
政
六
年
正
月
元
旦　
《
参
考
史
料
１
》

（
18
）　

前
掲
（
３
）、
慶
長
五
年
「
神
人
知
行
高
帳
」

（
19
）　�

延
宝
七
年
八
月
十
五
日
「
放
生
会
の
次
第
」（
石
清
水
八
幡
宮
『
石
清
水

八
幡
宮
史
』
第
三
輯
、
一
九
九
四
年
、
続
群
書
類
従
完
成
会
）

（
20
）　

個
人
蔵
、
享
保
十
年
「
放
生
会
私
之
記
」（
宮
守
神
人
家
文
書
）

（
21
）　

前
掲
（
20
）

（
22
）　

前
掲
（
１
）、
嘉
永
六
年
《
参
考
史
料
２
》

（
23
）　�

東
昇
「
近
世
石
清
水
八
幡
宮
の
神
人
文
書
と
文
書
認
識
」（
国
文
学
研
究

資
料
館
編
『
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
構
造
認
識
と
編
成
記
述
』
二
〇
一
四
年
、

思
文
閣
出
版
所
収
）

（
24
）　�

前
掲
（
９
）、
ほ
か
に
田
中
君
於
「
石
清
水
八
幡
宮
寺
組
織
図
」�（『
文
化

燦
燦
』
第
二
号
「
男
山
四
十
八
坊
」、一
九
九
九
年
、石
清
水
崇
敬
会
所
収
）、

天
明
七
年
「
八
幡
末
社
御
朱
印
高
之
覚
」（
前
掲
9
、第
六
章
資
料
編
所
収
）

ほ
か

（
25
）　�

石
清
水
八
幡
宮
『
石
清
水
八
幡
宮
史
』
第
四
輯
、「
宮
寺
補
任
記
」
七
二

一
頁
、「
応
永
三
十
三
年
十
二
月
十
五
日
、
他
姓
座
弥
五
郎
宛
」「
永
享
九

年
十
二
月
十
九
日
他
姓
淀
小
中
村
大
夫
子
藤
原
宛
」「
長
禄
二
年
十
月
十

三
日
、
他
姓
淀
小
中
村
大
夫
子
藤
原
宛
」「
永
正
十
二
年
六
月
十
六
日
、

淀
小
中
村
子
他
姓
藤
原
岩
千
代
丸
宛
」「
慶
長
十
一
年
二
月
廿
八
日
、
淀

小
中
村
子
他
姓
藤
原
新
七
宛
」
い
ず
れ
も
撿
知
か
ら
新
賀
頭
役
差
定
が
出

さ
れ
て
い
る
。

（
26
）　�

個
人
蔵
「
宮
守
神
人
家
文
書
」。
拙
稿
「
近
世
石
清
水
八
幡
宮
の
石
高
―

新
出
史
料
「
八
幡
宮
筆
記
」
を
中
心
に
―
」（
京
都
府
立
総
合
資
料
館
紀

要
第
三
六
号
二
〇
〇
八
年
所
収
）

（
27
）　�

前
掲
（
12
）、
五
二
頁
文
書
番
号
１
─
26
─
０
～
１
─
26
─
３
、
七
七
頁

翻
刻
一
四

（
28
）　�

鍛
代
敏
雄
「
中
近
世
移
行
期
の
石
清
水
八
幡
宮
寺
と
幕
府
・
将
軍
―
安
居

神
事
を
め
ぐ
る
政
治
交
渉
―
」（『
戦
国
史
研
究
』
六
一
、
二
〇
一
一
年
）、

天
文
一
三
年
安
居
頭
差
符
に
は
、
六
本
の
宝
樹
を
山
下
か
ら
曳
き
揚
げ
社

頭
に
立
て
る
任
務
の
宝
樹
預
に
差
定
さ
れ
る
が
、
近
世
で
は
、
松
の
宝
樹

一
本
と
な
り
、
堂
荘
厳
宝
樹
預
か
大
堂
供
宝
樹
預
と
し
て
差
定
さ
れ
る
。�

（
29
）　�

前
掲
（
23
）、
表
２
「
谷
村
家
の
補
任
状
」
三
三
二
頁
。
小
差
符
・
木
差

符
の
呼
称
は
京
都
府
立
大
学
文
学
部
歴
史
学
科
二
〇
一
三
年
三
月
「
谷
村

家
文
書
調
査
中
間
報
告
文
書
目
録
」
の
包
紙
上
書
き
に
よ
る
。�

（
30
）　

前
掲
（
23
）、
三
三
五
頁

（
31
）　�

斎
服
免
許
に
つ
い
て
は
「
安
居
諸
事
記
」（
石
清
水
八
幡
宮
蔵
）
に
元
禄

十
二
年
能
村
半
左
衛
門
仲
定
、
安
居
頭
役
勤
仕
の
時
よ
り
社
務
善
法
寺
央

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
六
十
七
号

一
四
八



清
の
仰
せ
に
よ
り
、
郷
役
人
中
へ
公
文
所
の
状
を
以
て
、
こ
れ
以
後
斎
服

着
用
と
な
っ
た
と
あ
る
。
管
見
の
限
り
安
居
頭
役
差
定
と
共
に
出
さ
れ
た

斎
服
免
許
状
は
な
い
。
安
居
頭
役
に
は
、
個
別
に
斎
服
免
許
状
を
出
さ
な

い
の
か
文
書
散
逸
に
よ
る
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

（
32
）　

前
掲
（
25
）、
七
二
一
頁

（
33
）　

前
掲
（
１
）、
文
化
十
四
年

（
34
）　

前
掲
（
23
）

（
35
）　�

前
掲
（
４
）、
四
一
一
頁
、
三
〇
一
慶
安
五
年
四
月
廿
三
日
「
俗
別
当
等

連
署
願
書
」

（
36
）　�

天
明
五
年
九
月
俗
別
当
家
御
取
立
願
書
等(
『
大
日
本
古
文
書
』
家
分
け

第
四
石
清
水
文
書
之
四
、
一
四
五
一
～
一
四
五
三
、
二
八
二
～
二
八
七
頁
）

（
37
）　

前
掲
（
1
）

（
38
）　�

谷
村
家
文
書
「
徳
川
将
軍
領
知
朱
印
状
一
覧
」（
拙
稿
『
八
幡
菖
蒲
革
と

石
清
水
神
人
』）
及
び
京
都
府
立
大
学
文
学
「
谷
村
家
文
書
中
間
報
告
」

よ
り
作
成

（
39
）　

前
掲
（
23
）、
及
び
前
掲
（
14
）
四
三
頁
、

（
40
）　

名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
蔵
「
城
州
八
幡
愚
聞
抄
」

（
41
）　

前
掲
（
25
）、
六
二
八
頁�

（
42
）　�

前
掲
（
８
）、
公
文
所
三
三
七
頁
。
中
井
家
文
書
「
石
清
水
八
幡
宮
全
図
」

に
「
公
文
所
旧
跡
」
が
絵
図
中
に
記
さ
れ
て
い
る
。（
京
都
府
立
総
合
資

料
館
蔵
、
京
の
記
憶
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
江
戸
時
代
の
京
都
の
風
景

　
　
　

�http://kyoto-shiryokan.jp/kyoto-m
em

ory/detail.

　
　
　

php?id=K
011101&

page=3

（
43
）　�

石
清
水
八
幡
宮
蔵
、
明
治
五
年
「
歴
代
由
緒
書
」（「
石
清
水
八
幡
宮
文
書

樅
之
部
一
二
、
通
番
五
九
四
）

（
44
）　�「
安
居
頭
屋
台
所
諸
事
覚
」（
日
本
祭
礼
行
事
集
成
刊
行
会
編
『
日
本
祭
礼

行
事
集
成
』
第
八
巻
、
一
九
八
三
年
、
平
凡
社
）。
九
月
十
五
日
次
の
頭

役
を
決
め
る
差
符
の
儀
式
と
は
別
で
あ
る
。

（
45
）　

前
掲
（
８
）

（
46
）　�

整
理
表
は
、
前
掲
（
29
）
谷
村
家
文
書
目
録
・
松
井
家
文
書
お
よ
び
、
報

告
者
が
個
別
に
行
っ
た
他
在
神
人
調
査
な
ど
か
ら
作
成
し
た
。
中
世
の
例

で
は
、
保
安
元
年
勝
清
上
座
補
任
や
建
久
十
年
宮
寺
符
（『
石
清
水
八
幡

宮
史
』
第
四
輯
図
版
）
に
は
「
八
幡
寺
印
」
の
方
印
が
全
面
に
あ
る
。
近

世
の
御
正
印
の
印
文
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の
御
正
印
の
使
用
開
始
時
期
は

不
明
だ
が
、
管
見
の
限
り
最
古
例
は
、
天
正
元
年
で
あ
る
。

（
47
）　

前
掲
（
12
）

（
48
）　�

拙
稿
「
嶋
村
家
神
札
・
護
符
等
の
版
木
と
青
山
祭
祭
壇
図
」（
京
都
府
立

大
学
文
化
遺
産
叢
書
第
三
集
、
一
三
四
頁
）

嵯
峨
井
建
氏
に
は
貴
重
な
史
料
の
提
供
を
い
た
だ
き
、
ま
た
石
清
水
八
幡
宮
西
中

道
氏
・
柏
原
八
幡
神
社
千
種
正
裕
氏
そ
の
他
お
名
前
を
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
多
く

の
方
々
か
ら
ご
協
力
を
た
ま
わ
っ
た
。
末
筆
な
が
ら
心
よ
り
謝
意
を
表
す
。

「
近
世
石
清
水
八
幡
宮
の
所
司
発
給
文
書
に
み
る
神
人
身
分

一
四
九



翻
刻
史
料

【
森
本
家
旧
蔵
文
書
2
号
】

　
（
正
印
）

八
幡
宮
寺
符

　
　

可
以
早
森
元
中
務
藤
原
信
恵

　
　

補
任
安
居
本
頭
神
人
職
事

　

右
以
旧
例
之
旨
令
補
任
処
如
件

　

寛
政
十
一
年
十
二
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　

神
苻
務

　
　
　
　
　
　
　

公
文
所
法
眼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
院
秀
（
花
押
）

【
森
本
家
旧
蔵
文
書
3
号
】

石
清
水
八
幡
宮

　
　

差
定
新
賀
頭
役
之
事

　
　
　

六
位

　
　
　
　

森
本
栖
藤
原
邑
信

右
以
彼
職
任
先
例
所
令
補
任
如
件

　

文
化
十
四
年
二
月

　
　
神
官

　
　
　

檢
知
正
四
位
下
近
江
守
紀
直
養

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
印
）（
花
押
）

【
森
本
家
旧
蔵
文
書
4
号
】

石
清
水
八
幡
宮
寺

　
　

差
定
新
賀
頭
役
之
事

　
　
　

六
位
座

　
　
　
　
　

森
元
若
狭
藤
原
信
徳

右
以
彼
職
任
先
例
所
令
補
任
如
件

　

文
政
十
一
年
十
二
月　
　
（
印
）（
花
押
）

　
　

神
官
撿
知

　
　
　
　

正
四
位
下
近
江
守
紀
直
養

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

【
森
本
家
旧
蔵
文
書
5
号
】

石
清
水
八
幡
宮
寺

　
　

差
定
新
賀
頭
役
之
事

　
　
　
　

藤
原
姓
森
本
信
之
助
信
禮

右
以
彼
人
任
先
例
令
補
任
所
如
件

　
　

文
久
元
年
八
月　
　

　

神
官
撿（

印
）知

正
四
位
下
筑
前
守
紀
朝
臣
豊
興
（
花
押
）

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
六
十
七
号

一
五
〇



【
森
本
家
旧
蔵
文
書
6
号
】

　
（
正
印
）

八
幡
宮
寺
公
文
所

　
　

差
定
十
二
月
吉
日
安
居
頭
役
之
事

　
　
　
　

山
路
郷
住
人
森
之
町
六
位

　
　
　
　

神
人　

森
本
内
蔵
助
藤
原
信
徳

右
当　

宮
安
居
者　

朝
家
第
一
之
御
祈

宮
寺
無
双
之
大
営
也
、
因
茲
始
自
宮　

寺
祠
官

所
司
神
官
神
人
等
至
于
神
領
預
所
庄
官
百
姓

住
民
令
勤
仕
、
此
頭
者
例
也
、
仍
守
巡
役
所
差
定

存
其
旨
可
令
勤
仕
之
状
依　

長
吏
仰
所

差
定
如
件

　
　
　

神
符
務　
　
　
　
　
　
　
　

于
時
兼
官

　
　
　
　
　
　

上
座
公
文
所
権
大
僧
都
法
印

　

安
政
四
年
十
二
月
吉
日　
　
　

紀
院
芳
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　

会
所
従
五
位
上
土
佐
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

紀
徳
尊
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　

兼
官
都
維
那
権
大
僧
都
法
印

【
森
本
家
旧
蔵
文
書
7
号
】

宮
寺
政
所
下　
　
　
　
　
　

六
位

　

可
早
依
例
勤
仕
八
月
一
日
正
遷
宮

　

六
位
役
之
事

右
件
神
役
任
大
会
例
可
参
勤

之
状
如
件
、
定
日
有
限
敢
不
可
遅
怠

故
下

　

安
永
七
年
閏
七
月
廿
二
日

檢
校
准
法
務
権
大
僧
都
法
印
（
花
押
）（
善
法
寺
央
清
）

【
森
本
家
旧
蔵
文
書
8
号
】

宮
寺
政
所
下　
　
　
　

�����　

六
位

　

可
早
依
例
勤
仕
十
二
月
十
七
日
正
遷
宮

　

六
位
役
之
事

右
件
神
役
任
大
会
例
可
参
勤

之
状
如
件
定
日
有
限
敢
不
可
遅
怠

故
下

　

文
化
元
年
十
二
月
十
二
日

檢
校
准
法
務
前
大
僧
正
（
花
押
）（
善
法
寺
立
清
）

【
森
本
家
旧
蔵
文
書
10
号
】

差
苻
御
役
附

一
御
取
次　
　
　

神
原
主
税
殿

　
　
　
　
　
　
　

能
村
宮
内
殿

　
　
　
　
　
　
　

能
村
豊
若
殿

「
近
世
石
清
水
八
幡
宮
の
所
司
発
給
文
書
に
み
る
神
人
身
分

一
五
一



　
　
　
　
　
　
　

神
原
大
輔
殿

一
三
方　
　
　
　

能
村
宮
内
殿

一
引
へ
き　
　
　

神
原
大
輔
殿

一
挑
子　
　
　
　

神
原
大
輔
殿

一
提
子　
　
　
　

能
村
豊
若
殿

　
　
　
　
　
　
　

神
原
相
模
殿

一
御
肴　
　
　
　

小
川
伊
予
殿

　
　
　
　
　
　
　

柏
村
左
兵
衛
殿

　
　
　
　
　
　
　

谷
村
政
之
進
殿

一
御
挨
拶　

　
　

能
村
弾
正
殿

　
　
　
　
　
　
　

片
岡
宇
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　
　

片
岡
九
郎
兵
衛
殿

　
　
　
　
　
　
　

谷
村
勘
ケ
由
殿

　
　
　
　
　
　
　

片
岡
大
膳
殿

一
御
謡　
　
　
　

林　

周
蔵
殿

　
　
　
　
　
　
　

橋
本
駿
河
殿

　
　
　
　
　
　
　

柏
村
左
門
殿

一
御
取
次　
　
　

能
村
主
計
殿

　
　
　
　
　
　
　

森
元　

貢
殿

千
秋
万
歳
楽

【
森
本
家
旧
蔵
文
書
12
号
】

　

（
花
押
）（
新
善
法
寺
周
清
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

森
元
右
近
藤
原
信
恵

右
於

当
宮
布
斎
服
着
用
事

御
免
許
之
旨
因

長
吏
仰
執
達
如
件　
　
　
　
　
　

奉

　
　
　
　
　
　
　

法
橋
紀
院
秀

寛
政
元
酉
八
月　
　
　
　
　
　
　

奉

　
　
　
　
　
　
　

常
陸
介
源
安
之

【
森
本
家
旧
蔵
文
書
14
号
】

　
　
　
　
　
　
　

六
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　

森
本
若
狭
藤
原
信
徳

　
（
花
押
）（
田
中
由
清
）

右
於

当
宮
布
斉
服
著

（
マ
マ
）用

之
事

御
免
許
之
旨
依

長
吏
仰
執
達
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　

権
大
僧
都
紀
院
秀

奉

文
政
十
二
年
二
月　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

肥
後
守
源
明
俊

奉

【
森
本
家
旧
蔵
文
書
15
号
】

　
　
　
　
　
　
　

六
位

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
六
十
七
号

一
五
二



　
　
　
　
　
　
　
　
　

森
本
信
之
助
藤
原
信
禮

　
（
花
押
）（
田
中
昇
清
）

右
於

当
宮
布
正
斎
服
着
用
之
事

御
免
許
之
旨
依

長
吏
仰
執
達
如
件

　
　
　
　
　
　
　

公
文
所　
　
　
　

奉

　
　
　
　
　
　
　
　

権
大
僧
都
紀
院
房

文
久
元
年
八
月　

　
　
　
　
　
　
　

兼
官　
　
　
　
　

奉

　
　
　
　
　
　
　
　

阿
波
守
源
愛
俊

【
森
本
家
旧
蔵
文
書
17
号
】

　
　
　
　

鳴
弦
之
口
夬

夫
レ
鳴
弦
修
行
ハ
一
切
穢
悪
ヲ
去
リ
斎
シ
本
末
ヲ
断
テ
太
手
繦
ヲ

執
リ
懸
ケ
左
ニ
弓
ヲ
執
リ
矢
ヲ
右
ニ
持
テ
寛
座
ス

　
　

観
日

　

日
神　
　

大
日
孁
貴　
　

月
神　
　

月
弓
尊

　

天
覆
地
載
帝
道
唯
一

次
左
ノ
足
ヨ
リ
立
テ

左
右
左
右
左
右
左

ト
七
足
踏
ミ
又

右
左

ト
乙
ニ
二
足
踏
テ
立
テ

鳴
弦
ス
ル
事
九
声

　
　

呪
日

　

甲
弓
山
鬼
神　
　
　
　
　

毎
座
九
反

　

足
姫
尊　
　
　
　
　
　
　

毎
座
一
反

八
方
ヲ
順
ニ
旋
リ
鳴
弦
ス
各
九
声
終
ゴ
ト
ニ
得
射
烏
ト
心
上
ニ
活
心
ニ
テ
観
シ
退

出
凡
鳴
弦
ニ
ハ
白
木
ノ
弓
ニ
神
通
鏑
矢
ヲ
ト
リ
副
ヘ
テ
修
行
ス
鳴
弦
ノ
時
ハ
矢
ヲ

弦
ニ
カ
ケ
ズ
右
ノ
手
ニ
執
持
テ
勤
ム
鳴
弦
九
声
ノ
中
ニ
矢
ヲ
落
ス
事
ヲ
忌
ム
慎
而

莫
怠
矣

　

右
鳴
弦
口
夬
ハ
弓
道
之

為
奥
儀
今
度
森
元
信
良
依
懇
望
難
黙
止
令

　

相
伝
之
畢

　
　

于
時
明
和
九
辰
年
四
月
十
五
日

　
　
　
　
　

花
山
院
皇
子
清
仁
親
王
二
十
三
伝
正
脈
神
祇
伯
門
葉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
河
玄
番
大
神
尚
敬
（
印
）

【
森
本
家
旧
蔵
文
書
24
号
】

掛
巻

毛
畏

幾
御
神

乃
御
名

於

玉
女
神

止
称
辞
竟
奉

利
御
饌

御
幣

於
捧
奉

利

石
清
水
皇
大
神

乃
大
宮
修
復
奉

留

手
斧
初

於
文
化
九
年
八
月
廿
日

止
定

底
行
奉

留
此
由

於
平

介
久

安
介
久

聞

食
給

底
大
宮
修
復

乃
御
事
速

仁

成
就

天
其
業

仁
奉
仕
衆
人

毛
故
障

無
久

大
宮
昌
栄
御
座

天
万

乃
春
秋

毛
天
下
静
謐

仁
夜
守

利
日
守

利
仁

護
幸
給

恵
止

宮
工
匠
司
長
濵
尚
次
謹

美

「
近
世
石
清
水
八
幡
宮
の
所
司
発
給
文
書
に
み
る
神
人
身
分

一
五
三



謹
美

惶
礼

惶
礼
美
毛

白
寿

【
森
本
家
旧
蔵
文
書
25
号
】

　
　

御
本
宮
及
武
内
清
祓
大
殿
祭
儀

一
縁
四
問
曳
注
進
建
忌
賢
木

一
設
神
坐
于
殿
内

　

設
幣
七
本

五
本
宮
殿
之
料

二
本
御
門
之
料

一
設
柳
筥
二
合
盛
玉

以
糸

貫
之　

切
麻
散
米（

納
土
器

納
上

筥　
　
　

一
合
置
殿

　

中
央
一
合
置
便
所

一
敷
神
主
及
四
座
之
人
座
宮
中

　
　

神
主
座
在
外
陣

向
北

四
座
各
分
者
大
床
東
西

向
北

　
　

座
皆
用
葉
薦
座
前
各
置
祓
机
一
脚
載
大
麻
并

　
　

切
木
綿
散
米
人
形
解
縄
盛
折
櫃

　
　
　

剋

先
令
杢
修
清
□

（
餒
カ
）于

内
殿　
　
　
　
　
　

神
主
他
姓
六
位
大
祢
宜
小
祢
宜
各
進
自
南
門
着
大
床

　
　

座
行
清
祓

中
臣
三
坐

次
神
主
執
玉
懸
殿
之
四
隅

次
神
主
執
幣
安
殿
之
中
央
而
再
拝
四
座
之
人
亦
各

　
　

執
幣
安
殿
之
四
隅
而
再
拝

次
四
座
之
散
米
及
切
麻
于
四
隅

次
神
主
四
座
之
人
供
神
饌
神
酒
于
中
央
及
四
隅

宮
守

役
送

　
　
　

畢
而
各
間
還
着
本
座

次
神
主
宣
祝
詞
再
拝
前
後
柏
手
之
時
四
座
之
人
応
之

次
降
殿
中

　
　
　
　

北
門
宮
守
装
束
神
座
于
南
門
令
駈
使
設
座

　

于
南
門
外

　

神
主
座
中
央

向
北

四
座
各
分
着
東
西
祓
具

　
　

同
上

次
各
出
自
西
腋
門
着
南
門
之
座
終
祓

中
臣

一
座

次
神
主
執
玉
懸
御
門
左
右
之
柱
而
復
座

次
他
姓
六
位
各
執
幣
建
御
門
左
右
再
拝
而
復
座

次
大
祢
宜
小
祢
宜
散
米
及
切
麻
于
御
門
左
右
献
神
饌

　

神
酒
而
復
座

　
　

北
門
宮
守
献
神
饌
神
酒
于
東
門

次
神
主
宣
祝
詞
再
拝
前
後
柏
手
之
時
四
座
三
人
応
之

次
各
還
本
殿
之
座
撤
殿
内
神
供
幣
帛
而
唱
宝
寿

次
撤
御
門
神
供
幣
帛
畢
各
退
出

　
　
　

右

（
別
紙
挟
込
）

「
右
之
祭
儀
壱
通
当
職

江
神
主
被
差
出
候
者
也
と

　

旧
記
ニ
相
見
へ
申
候

　
　

四
座
出
勤
人

　
　
　
　
　
　
　

他
姓　
　

河
原
崎
求
馬

　
　
　
　
　
　
　

六
位　
　

森
元
右
膳

　
　
　
　
　
　
　

大
祢
宜　

森
村
内
記

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
六
十
七
号

一
五
四



　
　
　
　
　
　
　

小
祢
宜　

奥
村
主
膳　
　
　
　

」

【
森
本
家
旧
蔵
文
書
26
号
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
位

一
正
遷
宮
之
節
、
御
仮
殿

ニ
而

六
位
使
例
之
通
檢
校
之

　

御
前

江
参
了
伺
、
夫
ゟ
檢
校
之
命
を
請
、
上
卿

江
奉
成

　

遷
御
之
由
可
申
事

　
　
　
　

但
神
官
祝
詞
之
次

ニ
候
事

一
御
本
宮

ニ
而

者
奉
成　

遷
御
之
節
、
壱
度

者
神
官
祝
詞

　

之
次
并

奉
成　

遷
御
之
上
、
又
右
同
様
可
致
相
勤
候
事

　
　

未
二
月

【
森
本
家
旧
蔵
文
書
29
号
】

掛
久毛

畏
幾

　

三
所
皇
大
神

乃
広
前

仁
俗
別
当
従
五
位
下
河
内
守
紀
朝
臣

清
範

　
　

恐
礼美

懼
礼美

申
弖

　

白
佐久

今
年
臨
時
祭
御
再
興
今
月

乃
今
日

乃
午

日
乎

撰
定
給

比弖
使
舞
人
陪
従
召
人
諸
司
等

乎
差
遣
給

比　
　

宇

都
御
幣
宣
命
等

乎
奉

利
御
馬

乎
令
牽
東
遊
神
宴
走
馬

等
乎

令
斎
整
令
卛
持

天
令
奉
出
給

布
事

乃
由

波
往
昔

天

慶
五
年
天
下
平
安

仁
鎮
護

利
給

布
報
賽

乃
例

乎
以
自
天
禄
二
年

毎
例

乃
事

仁
成

奴
留

仁

応
仁

乃
頃
廃
絶

仁
及

比
之

我

今

聖
代

乃
時

仁
当

利弖
絶

多
留

乎

継
廃

多
留

乎

挙
□

鳩
嶺

乃
古
風

仁

復
留

事
豈
不
神
威
之
栄
耀
乎
誠

仁
文
武
和
合

乃
道

神
乃

冥
助
人

乃
敬
礼

仁
依

礼利
故

仁
其
幽
明

乃
源

乎
仰

幾
万

歳
乃

始
乎

言
寿
奉

利弖
惣
官
祠
官
神
人
等
恭
瑞
籬

乃
祭

庭
仁

従
比

神
饌
清
酒

乎
献

利
造
花

乎
備

倍
楽

乎
奏

之
祀
祭

乃
礼
奠

乎
設

久
此
状

乎
聞
食

弖

天
皇
朝
廷
宝
位
無
動
征
夷
将
軍
武
運
長
久
天
下
平
安

遠
近
静
謐
五
穀
豊
饒
国
人
安
穏

乃
事

乎
夜

乃
守

日
乃

護
仁

守
護
幸
給

倍止
恐

礼美
懼

礼美
申

寿

辞
別

弖
白

佐久
今
日
参
集

留
人
等

乃
中

仁
不
思
慮
汚
穢
不
浄

乃
咎
祟
有

弖
神
事

乃
障

土
成

良
牟

毛

広
幾

御
慮

乃
随

仁
見
免

志
聴
容

志
給

比
恵

美
憐
美
給

倍止
申

寿
事

乃
由

乎
清
範
恐

礼美
懼

礼美
敬

弖
白

寿

　
　

文
化
十
癸
酉
三
月
十
五
日
俗
別
当
従
五
下
河
内
守
紀
清
範

【
森
本
家
旧
蔵
文
書
36
号
】

（
端
裏
書
）

「
武
末
霊
社
祝
詞
」

掛
久
毛

　
　

畏
幾

武
末
霊
社

乃
珍

乃
広
前

尓
五
世

乃
孫
権
僧
正
養
清

恐
美

懼
美

申
弖

白
寿
恭
惟
我　

大
霊
社
在
世

乃
昔
祖
業

乎
受
継
給

与
利

　

厚
神
道

遠
尊
信

志
給
、
神
祇
管
領

尓
隋

比
奥
秘

乃
諸
伝
幷

神
事

乃
祭
儀
悉
受
得
給
遂

尓
三
壇
妙
行
一
時

尓
伝
給

弖
、
以
来
公
武

及

安
全
万
民

乃
豊
楽
且
暮

尓
祈
給

天
謹
慎

乃
誠
怠
給
事
無

志
、
然

尓

大
霊
社

乃
後
宗
源
火
祭

乃
両
祭
絶

天
不
行

志
乎

　

養
清
深
畏

美
再

比
三
壇
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乃
妙
行

乎
全
備
為
事

乎
念
願

天
今
年
季
春
十
一
日

与
利

　

孟
夏
晦
日

尓
到

弖
俗
官
森
元
信
良
御
鏡
□

（
澄
カ
）祢

宜
森
元
直
正
二
人

乎
率
天
神
楽
岳

尓
留
居

天

神
祇
管
領
従
二
位
良
俱
卿

尓
謁
、
三
壇
妙
行
一
時

尓
相
伝

留
事

乎
得
偁
是

寔
天
神
地
祇

乃
擁
護
殊

尓
波

　

我　

大
霊
社

乃
冥
感

尓
而

　

神
垂
冥
加

乃

所
致

止
粛
夜
畏
敬

而
中
心
欣
処
暫
時

毛
忘
事
無

志
加
之　

大
霊
社
往
昔

乃
勲
功

乎
思
惟

波
我　

皇
大
神
宮

乃
大
会

乎
初
詣
久
絶

弖
不
行

志□

畏
歎
給
神
忠

乃
至
誠

乎
以
公

尓
申
武

尓
請
給

弖
放
生

乃
大
会
初
卯

乃

神
楽
及
諸
祭
儀
再
行
事

乎
継
興
給
、
爾
来
停
廃

乃
神
職
及
散
在
神
人

等
尓

到
迄
帰
昔

天
本
業

乎
勤
事

乎
得

多
利

　

是
皆
吾　

大
霊
社

乃
大
勲

尓
而

　

其
徳
沢
遠
流

天
今
ニ
到
迄
恩
頼

乎
蒙

佐
留

　

者
莫
於
是
明
子
年

波
大
霊
社
石
隠
給

与
利

　

百
年

乃
春
秋

乎
経

留
尓

　

到
礼
波

　

今
年
九
月
六
日

乎
以
慈
父
前
大
僧
正
正
清

止

共
尓

純
粋

乃
誠
乎
凝

志
社
壇

乎
禳
清

女
蘋
蘩

乎
供

辺
行
潦

乎
酌
放
生

乎

亦
尊
神
嗜
好
給

尓
隋
同
志

尓
勧

女
天

　

和
歌

乎
令
詠
幷

詩
乎

添
天

弘
前

尓
読
上

奉
糸
竹

乃
調

乎
具

天
神
慮

於
慰
奉
、
又
養
清
祭
主

於
勤
信
良
直
正

乎
両
脇
座

尓

令
在

天
斎
夜

尓
火
祭

乎
行

比
当
日
早
旦

尓
宗
源
妙
行

乎
勤
、
後
朝

尓
陰
陽
行
儀

乎
行

天

尊
神

尓
手
向
奉

留
状

乎
平

久
安

久
聞
食

天
公
武
安
全
社
頭
康
栄
神
民
和
合
当
家
殷
冨

尓

夜
守
日
護
守
護
幸
賜

恵
止

　

恐
懼
謹

美
謹

美
申
寸

《
参
考
資
料
１
》
森
本
家
日
記

　
　
　
　
　

安
政
六
年
正
月
元
旦

一
寅
上
刻
行
水
、
登
山
、
箱
提
灯
持
甚
助

　

�　

先
神
宮
寺

江
参
拝
、
高
良
・
神
宮
寺
御
相
殿
中
也
、
下
院
空
座
、
猪
之
鼻
ゟ

　
　

�

石
清
水
若
水
汲
之
、
護
国
寺
東
門
ゟ
参
宮
、
暫
休
息
御
供
所
也
、
卯
上
刻

　
　

御
仮
殿
若
宮

ニ
而

御
三
所
武
内
社
神
供
献
備
、
宗
行
・
信
徳
・
宗
禮
出
勤
、

　
　
　

俗
別
当
御
三
所
之
奉
幣
畢

而
武
内
社
奉
幣
、
引
続
執
行
畢

而
神
供
撤
退
散

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
座
中
瑞
籬
之
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

左
右
庭
上
ニ
畳
四
帖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

設
之
着
座

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

板
屋
根
設
有
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
子
神
楽　

社
務
中
着
座
所

ニ
而

奏
之

《
参
考
資
料
２
》
森
本
家
日
記

　
　
　
　
　

嘉
永
六
年
八
月
四
日

一
当
職

江
出
勤
書
持
参
候
事
也

　
　
　
　
　
　

放
生
大
会
出
勤
覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

森
本
内
蔵
助
信
徳

　
　
　
　

右
出
勤
仕
候
駿
河
儀

者
就
服
中
不
参
候
、
以
上

　
　
　
　

嘉
永
六
丑
八
月
四
日　
　
　
　

森
本
内
蔵
助
印

　
　
　
　
　

上
野

公
文
所
殿

兼 

官 

殿

　
　
　
　
　
　

申
子
年
勤
役
覚
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一
御
前
右
御
釼

　
　

一
御
鳳
輦
御
太
刀　
　
　
　

森
本
内
蔵
助

二
御
前
右
御
釼

　
　

二
御
鳳
輦
御
太
刀　
　
　
　

同　
　

駿
河

　
　
　

右
之
通
御
座
候
、
以
上

　
　
　
　

丑
八
月　
　
　
　
　
　
　

六
位

駿
河
儀
除
服
之
事
先
格
不
相
願
候
へ
共
御
一
社
中
思
召
を
以
被
仰
付
候
事

ニ
候

間
、
此
度
迚
も
先
規
之
通
可
被
相
渡

と
者

存
候
へ
と
も
宜
頼
有
之
候
段
申
入
置
候
事

　
　
　
　
　

七
日

駿
河
入
来
、
昨
日
於
職
亭
除
服
被
申
付
候
段
早
速
為
吹
聴
可
被
越
処
、
少
々
所
労

ニ
付
不
能
其
儀
旨
仍

而
今
日
入
来
、
改
り

ニ
而

申
置

四
座
役
付

ニ
而

不
参

　
　
　
　
　
　

御
神
幸
御
幣　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

奥
村　

伊
予　

　
　

一
御
前
左
御
釼

　
　
　
　

一
御
鳳
輦
御
釼　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

河
原
崎
求
馬　

　
　

一
之
右
御
釼　
　

御
神
供

ニ
付
供
御
所

江
可
参

　
　
　
　

一
御
鳳
輦
御
太
刀　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

一
―
―　

御
弓　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
―　
　
　
　
　
　
　
　

奥
村
播
磨

臨
期
依
服
不
参

替
能
村
守
禮

　
　

二
御
前
左
御
釼

　
　
　
　

二
御
鳳
輦
御
釼　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
中
村
大
弐�

　
　
　
　
　
　
　
　

御
太
刀　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

森
元　

駿
河��

　
　
　
　
　
　
　
　

御
弓　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

奥
村
主
殿　

　
　

三
御
前
左
御
釼

　
　
　
　

三
御
鳳
輦
御
釼　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

河
原
崎
内
蔵
允

　
　
　
　
　
　
　
　

御
太
刀　

御
符
役　
　
　
　
　
　

能
村
将
曹　

　
　
　
　
　
　
　
　

御
弓　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

奥
村
右
京　

　
　
　
　
　

官
幣
使　
　

一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

河
原
崎
求
馬

　
　
　
　
　

同　
　
　
　

二　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

森
元
駿
河

　
　
　
　
　

同　
　
　
　

三　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

奥
村
伊
予

　
　
　
　
　
　
　
　

御
神
供
之
時
役
付

　
　
　
　

御
幣　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

河
原
崎
大
炊

中
御
前
御
掛
盤　

　
　

一　
河
原
崎
求
馬

森
本
内
蔵
助　

�

二　
能
村
将
曹

奥
村
播
磨　

西
御
前
懸
盤

　
　
一
　
小
中
村
大
弐

森
元
駿
河
　	

二
　
能
村
守
禮

奥
村
主
殿
　

東
御
前
御
掛
盤

　
　

一　
河
原
崎
内
蔵
允

森
本
内
藏
助　

�
�

二　
能
村
将
曹

奥
村
右
京　

　
　

造
花　
　

奥
村
伊
予　
　

散
米　

宮
守

　
　

軾　
　
　

奥
村
伊
予　
　

頓
宮
伺
候

御
鳳
輦
奉
成
大
床
役

　
　

東
北　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
南

　
　

西
北　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
南

　
　
　

幕
上　

河
原
崎
大
炊

森
本
内
蔵
助　
　
　

 　
　

介
役
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勤
番

自
辰
上
刻
巳
上
刻
迄　
　
　
　
　

自
巳
上
刻
午
上
刻

　
　

一　
河
原
崎
求
馬

奥
村
右
京　

�

二　
小
中
村
大
弐

奥
村
伊
予　

自
午
上
刻
未
上
刻
迄　
　
　
　
　

自
未
上
刻
申
上
刻
迄

　
　

三　
河
原
崎
内
蔵
允

森
元
駿
河　

�

四　
森
本
内
蔵
助

能
村
将
曹　

自
申
上
刻
御
還
幸
迄

　
　

五　
奥
村
播
磨

奥
村
主
殿　

右
役
付
駿
河
□
□
也
、
予
者
不
参
也
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宮守神人補任目録
番号 文　書　名 年月日 西暦 作成者・差出 宛　　名
1 〔差定写〕（宮守三行事大夫補任） 元和10年3月28日 1624 紀朝臣撿知氏家（花押） 橋本伴お竹

2 〔宮守座四行事太夫職補任状〕 貞享元年4月22日 1684 神官撿知太夫紀宿祢豊親
（花押）・（印） 伴氏竹之助光金

3 差定（宮守職分補任） 享保6年9月23日 1721 神官撿知大夫行土佐守紀季
豊（花押）・（印） 伴中書英金

4 差定（宮守二行事大夫補任） 享保6年10月14日 1721 神官撿知大夫従五位下行土
佐守紀季豊（花押）・（印） 伴姓中書英金

5 差定（宮守職分補任） 元文2年8月9日 1737 神官撿知従五位下土佐守紀
豊高（花押・印） 伴修理大伴高金

6 差定（宮守二行事大夫職補任） 元文2年8月10日 1737 神官撿知従五位下土佐守紀
豊高（花押・印） 伴修理大伴高金

7 差定（宮守二行事太夫職補任） 元文5年11月11日 1740 神官撿知従五位下土佐守紀
豊高（花押・印） 伴斉大伴相金

8 差定（宮守職分補任） 明和4年2月28日 1767 神官撿知従五位下紀豊高
（印） 伴千吉大伴金豊

9 差定（宮守二行事大夫職補任） 明和4年2月28日 1767 神官撿知従五位下紀豊高
（印） 伴千吉大伴金豊

10 〔斎服免許状〕 安永4年8月14日 1775 公文所法眼院覚・兼官上総
介紀尊敬 宮守伴文之丞大伴金豊

11 差定（宮守職分補任） 寛政12年12月 1800 神官撿知（印） 伴左京大伴慎金

12 〔斎服免許状〕 享和元年8月 1801 公文所法眼紀院秀・兼官常
陸介源安之 宮守伴左京大伴慎金

13 宮寺政所下（正遷宮宮守役之事） 文化元年12月12日 1804 検校准法務前大僧正（花押） 宮守
14 宮寺政所下（正遷宮宮守役之事） 文化9年12月10日 1812 検校准法務前大僧正（花押） 宮守

15 差定（宮守職分補任） 文化9年12月 1812 従四位上近江守紀朝臣直養
（花押・印） 伴佐内大伴美金

16 〔宮守二行事太夫職補任状〕 文化9年12月 1812 従四位上近江守紀朝臣直養
（花押・印） 伴左内大伴美金

17 〔斎服免許状〕 文化9年12月 1812 公文所権大僧都紀院秀・兼
官上総介紀意尊 宮守伴左内大伴美金

18 差定（宮守職補任） 文政10年8月 1827 正四位下近江守紀朝臣直養
（花押・印） 伴量平大伴頼金

19 〔宮守行事太夫二行事職補任状〕 文政10年8月 1827 正四位下近江守紀朝臣直養
（花押・印） 伴量平大伴頼金

20 〔斎服免許状〕 文政10年8月 1827 権大僧都紀院秀・肥後守源
明俊 宮守伴量平大伴頼金

21 差定（宮守職補任） 天保8年2月6日 1837 神官撿知従五位上筑前守紀
豊興（花押） 宮守座伴主税大伴保金

22 差定（宮守二行事太夫職補任） 天保8年2月6日 1837 神官撿知従五位上筑前守紀
豊興（花押） 伴主税大伴保金

23 〔斎服免許状〕 天保8年2月 1837 権大僧都紀院秀 宮守伴主税大伴保金

24 八幡宮寺苻（安居頭神人職補任） 天保13年12月11日 1842 神符務公文所権大僧都法印
院秀（花押） 伴主税大伴保金

25 差定（安居頭役之事） 天保13年12月 1842

神符務公文所上座権大僧都
法印院秀（花押）・兼官都
維那権少僧都法眼院芳（花
押）

科手郷住人橋本町宮守
神人伴主税大伴保金

26 差定（堂荘厳宝樹預） 天保13年12月15日 1842

公文所上座権大僧都法印院
秀（花押）・会所従五位上
土佐守徳尊（花押）・兼官
都維那権少僧都法眼院芳

（花押）

―

28 差定（宮守職補任） 安政4年8月 1857 神官撿知正四位下筑前守紀
豊興朝臣（花押） 伴道五郎大伴如金

29 〔斎服免許状〕 安政4年8月 1857 公文所兼官権大僧都紀院芳 宮守伴道五郎大伴如金

30 差定（宮守職補任） 万延元年7月6日 1860 神官撿知正四位下筑前守紀
朝臣豊興（花押） 伴逸記大伴若金

31 差定（宮守二行事大夫職補任） 万延元年7月6日 1860 神官撿知正四位下筑前守紀
朝臣豊興（花押） 伴逸紀大伴若金

32 〔斎服免許状〕 万延元年8月 1860 公文所兼官権大僧都紀院芳 宮守伴逸記大伴若金
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宮寺符・差定　御正印数整理表
文書名 年号 西暦 差出人 宛所 正印数

1 差定（安居頭役） 天正元年11月吉日 1573

八幡宮寺公文所　権寺主大法師（花
押）・都維那法橋上人位（花押）・都
維那法橋上人位（花押）・上座法眼和
尚位（花押）

科手郷住人神宝所神人谷村喜
介 27

2 差定（安居頭役） 天正5年11月吉日 1577

八幡宮寺公文所　平（花押）・少別当
大法師（花押）・都維那法橋上人位（花
押）・都維那法橋上人位（花押）・上
座法眼大和尚位（花押）

科手郷住人神宝所神人谷本九
兵衛 31

3 差定（安居頭役） 天正10年11月15日 1582
平（印）・公文所（印）・都維那法橋
上人位（花押）・都維那法橋上人位（花
押）

科手郷住人神宝所神人大谷町
谷村新介 28

4 宮寺苻 天正10年12月吉日 1582 神苻務公文所（印） 藤原光勝谷村新介 14

5 差定（伝式（戒か）
宝樹） 天正10年12月吉日 1582

平（印）・公文所（壺印）・都維那法
橋上人位（花押）・都維那法橋上人位

（花押）
科手郷住人大谷町谷村新介 ―

6 八幡宮寺苻 慶長11年12月吉日 1606 公文所法眼院専（花押） 松井郷袖幡神人能村九兵衛 16

7 差定 慶長11年12月吉日 1606 公文所法眼和尚位（花押）（印）・巡
検勾当大法師（花押）（印） 松井九兵衛 24

8 宮寺苻 慶長11年12月11日 1606 上座公文所法眼院専（花押） 際目御綱曳神人岡本六右衛門
尉大夫 17

9 差定（安居頭役） 元和元年12月吉日 1615 上座公文所法眼和尚位（花押） 川口郷御綱引神人甚左衛門尉 28
10 八幡宮寺苻 寛永8年12月吉日 1631 公文所上座法眼院玉（花押） 谷村惣右衛門尉藤原宗次 5

11 差定（安居頭役） 寛永8年12月吉日 1631 上座公文所法眼和尚（花押）・兼官都
維那大法師（花押）

科手郷住人大西町神宝所神人
谷村惣右衛門 22

12 八幡宮寺苻 寛永8年12月 1631 公文所上座法眼院玉（花押） 松井郷神役 15
13 八幡宮寺苻 寛永8年12月吉日 1631 公文所上座法眼院玉（花押） 藤原十右衛門尉 5
14 宮寺苻 寛永11年8月11日 1634 上座公文所法眼院玉（花押） 駕輿丁神人苻戸村壱人 8
15 宮寺苻 寛永11年8月吉日 1639 上座公文所法眼院玉（花押） 駕輿丁神人城覚左衛門尉 8
16 宮寺苻 寛永11年8月吉日 1639 上座公文所法眼院玉（花押） 駕輿丁神人大西長次郎 8
17 宮寺苻 寛永11年8月吉日 1639 上座公文所法眼院玉（花押） 駕輿丁神人松崎甚右衛門 13
18 宮寺苻 寛永11年8月吉日 1639 上座公文所法眼院玉（花押） 駕輿丁神人小川勝右衛門 13
19 石清水八幡宮寺苻 正保3年12月吉日 1646 上座公文所法眼院玉（花押） 神宝所神人谷村重右衛門尉 9

20 差定（堂荘厳宝樹預） 正保3年12月吉日 1646
上座公文所法眼院玉（花押）・絵所藤
木法眼□（祐か）高（花押）・兼官法
橋（花押）

（神宝所神人谷村重右衛門尉） ―

21 差定（安居頭役） 正保3年12月吉日 1646 上座公文所法眼院玉（花押）・兼官法
橋（花押）

科手郷住人大谷町神寶所神人
谷村重右衛門尉 23

22 差定（安居頭役） 寛文元年12月12日 1661 上座公文所法眼和尚位院康（花押）・
兼官法橋上人位□（花押）

川口郷住人綱引神人西川小右
衛門 6

23 八幡宮寺符 寛文5年5月15日 1665 神符務公文所法眼院康（花押） 神宝所神人谷村喜助 1
24 八幡宮寺符 寛文5年5月15日 1665 神苻務公文所法眼院康（花押） 神宝所神人谷村重右衛門尉 1

25 八幡宮寺符 寛文5年6月15日 1665 神符務公文所法眼院康（花押） 淀納所御鉾八本頭之内壱本
（木村藤五郎広久） 1

26 八幡宮寺符 寛文5年5月15日 1665 神苻務公文所法眼院康（花押） 駕輿丁神人林村城七左衛門 1
27 八幡宮寺符 寛文5年5月15日 1665 神符務公文所法眼院康（花押） 駕輿丁神人西川久右衛門 1

28 八幡宮寺符 寛文5年6月18日 1665 神符務公文所法眼院康（花押） 駕輿丁神人美豆村下司大森十
兵衛光次 1

29 石清水八幡宮寺苻 延宝6年9月5日 1678 神苻務上座公文所法眼院康（花押） 谷村吉左衛門尉藤原正秀 1
30 石清水八幡宮寺苻 延宝6年9月5日 1678 神苻務上座公文所法眼院康（花押） 谷村利左衛門藤原正儀 1
31 石清水八幡宮寺苻 延宝7年12月吉日 1679 「依幼少用印判」上座公文所（印） 谷村重右衛門尉藤原光定 1
32 差定（安居頭役） 延宝7年12月吉日 1679 「依幼少用印判」上座公文所（印） 谷村重右衛門尉藤原光定 8

33 差定（堂荘厳宝樹預） 延宝7年12月15日 1679 「依幼少用印判」上座公文所（印）・
絵所藤木法橋上人位慶□（花押） （谷村重右衛門尉藤原光定） ―

34 差定（安居頭役） 延宝8年12月吉日 1680 上座公文所「依幼少用印判」（印）・
兼官法橋豊謰（花押）

科手郷住人大谷町神宝所神人
谷村利左衛門藤原正儀 3

35 八幡宮寺苻 延宝8年12月11日 1680 「依幼少用印判」上座公文所（印） 谷村利左衛門藤原正儀 1
36 石清水八幡宮寺苻 延宝9年9月15日 1681 「依幼少用印判」上座公文所（印） 西川九郎右衛門 1
37 石清水八幡宮寺苻 天和2年8月11日 1682 「依幼少用印判」上座公文所（印） 谷村徳左衛門尉光敬 1
38 石清水八幡宮寺苻 天和2年8月11日 1682 「依幼少用印判」上座公文所（印） 谷村重右衛門尉光寿 1
39 八幡宮寺苻 貞享2年12月11日 1685 上座公文所法眼和尚位院敬（花押） 中村甚左衛門 1
40 八幡宮寺符 貞享5年8月13日 1688 公文所院的（花押） 大森十次郎 1

※宮寺符などの文書名にある苻・苻の文字は原本とおりとした
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写真図版

安居頭役差定　天正 10 年（個人蔵）

宮守座補任状　貞享元年（個人蔵）

斎服免許状　文化 14 年（13 号文書）

八幡宮寺符　寛政 11 年�（2 号文書）

新賀差定　文政 11 年（4 号文書）

宮寺政所下文　文化元年（8 号文書）
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森
本

家
旧

蔵
文

書
目

録
番

号
表

題
年

号
西

暦
月

日
差

出
人

・
作

成
者

宛
所

形
式

員
数

備
考

本
紙

寸
法（

㎝
）

1
差

定
（

新
賀

頭
役

）
天

明
8

1788
8

11
神

官
撿

知
大

輔
紀

宿
祢

（
印

）
六

位
森

元
右

近
藤

原
信

恵
竪

紙
1

包
紙

上
書

「
補

任
」、「

天
明

八
年

八
月

十
一

日
　

森
元

信
恵

後
改

信
魚

」
42.5×

58.8

2
八

幡
宮

寺
符

（
安

居
本

頭
神

人
職

）
寛

政
11

1799
12

11
神

符
務

公
文

所
法

眼
院

秀（
花

押
）

森
元

中
務

藤
原

信
恵

竪
紙

1
包

紙
上

書
「

補
任

」、「
寛

政
十

一
年

安
居

頭
補

任
　

中
務

信
魚

」
39.6×

58.6

3
差

定
（

新
賀

頭
役

）
文

化
14

1817
2

-
神

官
検

撿
知

正
四

位
下

近
江

守
紀

直
養

（
印

）（
花

押
）

六
位

森
本

栖
藤

原
邑

信
竪

紙
1

包
紙

上
書

「
補

任
」、「

文
化

十
四

年
丁

丑
二

月
五

日
初

卯
　

十
四

歳
森

本
邑

信
」

36.4×
59.8

4
差

定
（

新
賀

頭
役

）
文

政
11

1828
12

-
神

官
検

撿
知

正
四

位
下

近
江

守
紀

朝
臣

直
養
（

印
）（

花
押

）
六

位
座

森
元

若
狭

藤
原

信
徳

竪
紙

1
包

紙
上

書
「

補
任

」、「
文

政
十

一
年

子
十

二
月

　
森

本
若

狭
信

徳
　

後
内

蔵
助

改
ム

　
十

三
才

」、
端

裏
「

信
徳

補
任

」
39.5×

59.7

5
差

定
（

新
賀

頭
役

）
文

久
元

1861
8

-
神

官
検

撿
知

正
四

位
下

筑
前

守
紀

朝
臣

豊
興
（

印
）（

花
押

）
藤

原
姓

森
本

信
之

助
信

禮
竪

紙
1

包
紙

上
書

「
補

任
」、「

文
久

元
年

辛
酉

子
八

月
十

日
補

任
信

禮
」

45.3×
58.2

6
〔

安
居

頭
役

差
定

〕
安

政
4

1857
12

吉
日

神
符

務
上

座
公

文
所

権
大

僧
都

法
印

于
時

兼
官

紀
院

芳（
花

押
）・

会
所

従
五

位
上

土
佐

守
紀

徳
尊

（
花

押
）・

兼
官

都
維

那
権

大
僧

都
法

印

山
路

郷
住

人
森

之
町

六
位

神
人

森
本

内
蔵

助
藤

原
信

徳
竪

紙
1

包
紙

上
書

「
小

差
符

」、
本

紙
裏

継
目

に
花

押
あ

り
。

35.8×
78.9

7
宮

寺
政

所
下

安
永

7
1778

閏
7

22
撿

校
准

法
務

権
大

僧
都

法
印

（
花

押
）

六
位

竪
紙

1
包

紙
上

書
「

宮
寺

政
所

下
　

六
位

座
中

」、
朱

書
「

安
永

七
年

閏
七

月
廿

二
日

」、
異

筆
「

八
月

一
日

正
遷

宮
」

40.3×
58.8

8
宮

寺
政

所
下

文
化

元
1804

12
12

検
校

准
法

務
前

大
僧

正
（

花
押

）
六

位
竪

紙
1

包
紙

上
書

「
宮

寺
政

所
下

　
六

位
座

中
」、

「
文

化
元

子
十

二
月

正
遷

宮
下

文
　

十
七

日
正

遷
宮

」
32.8×

45.7

9
宮

寺
政

所
下

安
政

6
1859

2
16

撿
校

准
法

務
権

大
僧

正
（

花
押

）
六

位
竪

紙
1

包
紙

上
書

「
宮

寺
政

所
下

　
六

位
座

中
」、

「
安

政
六

己
未

稔
二

月
十

六
日

於
相

渡
来

月
二

日
正

遷
宮

」
32.7×

46.2

10
差

符
御

役
附

-
-

-
-

-
-

継
紙

1
差

符
式

次
第

・
役

職
人

名
書

上
35.5×

160.4

11
〔

官
宣

旨
写

〕（
仮

殿
遷

宮
日

時
宣

下
に

付
）

文
化

9
1812

8
25

大
史

小
槻

宿
禰

花
押

石
清

水
八

幡
宮

竪
紙

1
端

裏
「

文
化

九
年

八
月

廿
五

日
日

時
定

陣
写

」
35.5×

47.1

12
〔

斎
服

免
許

状
〕

寛
政

元
1789

8
-

法
橋

紀
院

秀
奉

・
常

陸
介

源
安

之
奉

森
元

右
近

藤
原

信
恵

竪
紙

1
本

紙
袖

判
あ

り
。

包
紙

上
書

「
森

本
中

務
信

魚
斎

服
免

許
状

」、「
寛

政
元

酉
八

月
」

45.9×
60.8
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番
号

表
題

年
号

西
暦

月
日

差
出

人
・

作
成

者
宛

所
形

式
員

数
備

考
本

紙
寸

法（
㎝

）

13
〔

斎
服

免
許

状
〕

文
化

14
1817

2
-

公
文

所
権

大
僧

都
紀

院
秀

・
兼

官
上

総
介

紀
意

尊
六

位
森

本
栖

藤
原

邑
信

竪
紙

2

本
紙

袖
判

あ
り

。
礼

紙
あ

り
。

包
紙

上
書

「
免

許
状

」、「
文

化
十

四
丁

丑
年

二
月

五
日

初
卯

　
斎

服
免

許
　

森
元

邑
信

十
四

歳
」

33.1×
45.8

14
〔

斎
服

免
許

状
〕

文
政

12
1829

2
-

権
大

僧
都

紀
院

秀
奉

・
肥

後
守

源
明

俊
奉

六
位

森
本

若
狭

藤
原

信
徳

竪
紙

1
本

紙
袖

判
あ

り
。

包
紙

上
書

「
免

許
状

」、
「

文
政

十
二

年
二

月
　

森
本

若
狭

信
徳

」
32.6×

58.4

15
〔

斎
服

免
許

状
〕

文
久

元
1861

8
-

公
文

所
権

大
僧

都
紀

院
房

奉
・

兼
官

阿
波

守
源

愛
俊

奉
六

位
森

本
信

之
助

藤
原

信
禮

竪
紙

2
本

紙
袖

判
あ

り
。

礼
紙

あ
り

。
包

紙
上

書
「

免
許

状
」、「

文
久

元
辛

酉
年

八
月

九
日

　
信

禮
」

32.8×
46.0

16
〔

徳
川

家
綱

領
知

朱
印

状
写

」
寛

文
5

1665
8

15
（

徳
川

家
綱

）
六

位
安

居
本

頭
人

森
元

与
次

郎
・

森
元

源
左

衛
門

竪
紙

1
八

幡
宮

史
6
輯

875
ペ

ー
ジ

31.7×
44.4

17
鳴

弦
之

口
夬

明
和

9
1772

4
15

花
山

院
皇

子
清

仁
親

王
二

十
三

伝
正

脈
神

祇
伯

門
葉

小
河

玄
蕃

大
神

尚
敬

（
印

）
森

元
信

良
竪

紙
1

包
紙

上
書

「
鳴

弦
之

口
夬

」
33.8×

45.0

18
一

張
弓

秘
夬

安
永

2
1773

4
1

神
祇

伯
之

門
人

小
河

玄
蕃

大
神

尚
敬

（
印

）
森

元
信

良
竪

紙
1

包
紙

上
書

「
一

張
弓

口
夬

」
33.8×

45.0

19
神

体
之

矢
秘

夬
安

永
2

1773
4

15
神

祇
道

管
領

伯
家

之
正

統
小

河
玄

蕃
尚

敬
（

印
）

門
人

森
元

信
良

竪
紙

1
包

紙
上

書
「

神
体

之
矢

秘
夬

」
33.8×

45.0

20
黒

札
之

崇
秘

訣
重

位
安

永
2

1773
6

3
清

仁
親

王
廿

二
伝

正
脈

神
祇

学
頭

伯
家

師
範

源
雅

胤
門

葉
小

河
橘

尚
敬

（
印

）

八
幡

宮
社

士
六

位
神

職
森

元
信

良
竪

紙
1

包
紙

上
書

「
黒

札
之

秘
訣

」
33.8×

45.0

21
神

頭
鳴

鏑
之

大
事

安
永

3
1774

7
17

伯
家

門
人

小
河

玄
蕃

橘
尚

敬
（

印
）

森
元

信
良

竪
紙

1
包

紙
上

書
「

神
頭

鳴
鏑

之
大

事
」

34.1×
45.4

22
祝

詞
文

化
7

1810
25

-
-

竪
紙

1
端

裏
書

「
園

寺
疱

瘡
祠

之
祝

詞
」、

林
四

郎
左

衛
門

保
広

が
田

中
権

僧
正

由
清

の
許

可
で

園
寺

の
後

ろ
に

祠
を

建
立

に
つ

き
。

37.2×
58.8

23
祝

詞
天

明
7

1787
2

1
五

穂
信

良
謹

言
竪

紙
1

31.1×
45.5

24
〔

大
宮

修
復

手
斧

始
祝

詞
〕

文
化

9
1812

8
20

長
濵

尚
次

謹
白

-
竪

紙
1

端
裏

書
「

文
化

九
申

年
八

月
廿

日
手

斧
初

之
祝

文
」

33.4×
52.3

「
近
世
石
清
水
八
幡
宮
の
所
司
発
給
文
書
に
み
る
神
人
身
分

一
六
三



番
号

表
題

年
号

西
暦

月
日

差
出

人
・

作
成

者
宛

所
形

式
員

数
備

考
本

紙
寸

法（
㎝

）

25
御

本
宮

及
武

内
清

祓
大

殿
祭

儀
-

-
-

-
他

姓
河

原
崎

求
馬

・
六

位
森

元
右

膳
・

大
禰

宜
森

村
内

記
・

小
禰

宜
奥

村
主

膳
当

職
継

紙
2

端
裏

書
「

御
本

殿
及

武
内

社
大

殿
祭

儀
」。

神
官

四
座

出
勤

人
か

ら
当

職
へ

旧
記

の
写

し
を

提
出

。

27.4×
83、

�
24.3×

19.8

26
〔

正
遷

宮
役

付
申

付
〕

安
政

6
1859

2
-

六
位

竪
紙

1
端

裏
書

「
三

、
来

月
二

日
正

遷
宮

、
安

政
六

未
年

二
月

廿
一

日
役

付
、

六
位

」
32.5×

32.6

27
〔

名
越

祓
祝

詞
〕

明
治

4
1871

6
晦

日
-

-
継

紙
1

包
紙

上
書

「
名

越
祓

祝
詞

数
通

」
34.8×

51.7

28
祝

詞
-

-
-

-
-

-
竪

紙
1

端
裏

書
「

月
次

榊
山

祝
詞

」
20.1×

36.2

29
〔

臨
時

祭
祝

詞
案

〕
文

化
10

1813
3

15
俗

別
当

従
五

位
下

河
内

守
紀

清
範

-
継

紙
1

端
裏

書
「

臨
時

祭
祝

詞
案

、
俗

別
当

」
32.5×

61.2

30
山

材
祭

祝
詞

-
-

-
-

-
-

竪
紙

1
森

寺
斎

館
修

理
故

、
山

々
の

木
取

集
め

に
つ

き
.28.0×

41.4

31
〔

五
穂

社
祝

詞
草

案
〕

寛
政

7
1795

4
28

藤
原

信
恵

-
竪

紙
1

忠
損

甚
大

27.7×
39.0

32
祝

詞
-

-
-

-
信

良
-

竪
紙

1
端

裏
書

「
埴

潮
霊

神
祝

詞
、

年
回

之
□

」、
嗣

子
信

良
33

歳
に

当
た

り
33.7×

47.1

33
祝

詞
-

-
庚

申
-

森
元

信
恵

-
継

紙
1

端
裏

書
「

庚
申

待
祝

詞
」

32.7×
66.4

34
安

鎮
祭

祝
詞

-
-

-
-

-
-

竪
紙

1
端

裏
書

「
安

鎮
祭

祝
詞

」、
八

幡
森

の
地

に
斎

館
経

営
に

つ
き

。
32.7×

46.0

35
祝

詞
-

-
-

-
-

-
竪

紙
1

端
裏

書
「

荒
神

祭
祝

詞
」

32.7×
46.1

36
祝

詞
草

按
（

寛
政

3）
1971

-
-

-
-

竪
紙

1

端
裏

書
「

武
末

霊
社

祝
詞

」、
42

号
文

書
の

草
稿

。
五

世
孫

権
僧

正
養

清
が

神
祇

管
領

卜
部

良
倶

よ
り

相
伝

し
て

祭
主

を
勤

め
る

。

32.8×
45.0

37
〔

猿
田

彦
大

神
祝

詞
〕

庚
申

-
-

-
藤

原
信

恵
-

継
紙

1
端

裏
書

「
猿

田
彦

大
神

祝
詞

」
28.0×

70.0

38
祝

詞
-

-
-

-
藤

原
信

恵
-

切
紙

1
後

欠
か

。
天

皇
勅

命
17

箇
日

祈
祷

17.9×
33.0

39
祝

詞
天

明
2

1782
3

27
五

穂
信

良
-

竪
紙

1
30.7×

43.2

40
祝

詞
-

-
-

-
藤

原
信

良
-

竪
紙

1
端

裏
書

「
荒

神
祝

詞
」

28.0×
43.0

41
祝

詞
寛

政
5

1793
4

28
嗣

子
信

恵
-

竪
紙

1
端

裏
書

「
五

穂
霊

社
年

回
祝

詞
」

28.5×
41.5

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
六
十
七
号

一
六
四



番
号

表
題

年
号

西
暦

月
日

差
出

人
・

作
成

者
宛

所
形

式
員

数
備

考
本

紙
寸

法（
㎝

）

42
祝

詞
寛

政
3

1791
9

5
権

僧
正

養
清

-
竪

紙
1

端
裏

書
「

寛
政

三
年

武
末

霊
社

祝
詞

」、
本

文
朱

書
き

で
読

み
仮

名
・

返
り

点
等

を
記

す
。

32.8×
44.8

43
祝

詞
-

-
-

-
（

信
良

）
-

竪
紙

1
34.3×

49.0

44
〔

護
国

寺
再

建
手

斧
始

祝
詞

〕
文

化
13

1816
4

16
（

長
濵

新
吾

尚
次

）
-

竪
紙

1
大

宮
修

復
時

祝
文

に
加

筆
し

長
濵

に
贈

る
34.2×

45.7

45
〔

神
事

随
筆

渡
会

延
佳

揖
ほ

か
写

〕
-

-
-

-
-

-
継

紙
1

三
角

柏
、

十
月

十
一

日
付

季
忠

ヨ
リ

滋
野

井
殿

宛
て

書
状

写
し

あ
り

。
27.8×

164

46
当

宮
七

社
十

九
所

之
別

宮
図

-
-

-
-

草
藁

　
藤

信
恵

謹
書

-
継

紙
1

八
幡

宮
摂

末
社

の
図

に
祭

神
と

朱
書

き
◎

・
○

と
墨

書
△

を
記

す
。

80.3×
27.7

47
〔

森
寺

薬
園

院
造

作
絵

図
〕

安
永

6
1777

6
-

-
-

一
紙

1

「
安

永
五

年
十

月
十

三
日

斧
初

、
安

永
六

酉
六

月
成

就
」

と
あ

り
、

間
取

図
に

朱
書

き
で

「
堂

守
部

屋
・

セ
ン

ダ
ン

板
」

な
ど

注
記

あ
り

。

40.6×
28.0

48
〔

屋
敷

間
取

図
〕

-
-

-
-

-
-

一
紙

1
森

本
家

屋
敷

カ
45.6×

31.9

49
〔

一
ノ

鳳
輦

太
刀

役
付

書
付

〕
安

政
6

1859
2

21
-

-
一

紙
1

一
ノ

御
前

右
御

剣
森

本
内

蔵
助

、
未

月
二

日
正

遷
宮

安
政

六
年

二
月

廿
一

日
役

附
32.7×

7.7

50
石

清
水

八
幡

宮
本

殿
平

面
図

-
-

-
-

-
-

継
紙

1
紙

背
に

「
大

宮
司

神
祇

少
副

よ
り

太
刀

一
腰

・
馬

一
疋

の
目

録
」

あ
り

75.8×
31.8

51
包

紙
か

-
-

-
-

-
-

一
紙

1
上

書
「

補
任

状
、

免
許

状
」

ほ
か

46.7×
64.0

52
包

紙
-

-
-

-
-

-
袋

1
上

書
「

古
今

宣
命

并
祝

詞
之

案
文

入
」

45.3×
14.5

「
近
世
石
清
水
八
幡
宮
の
所
司
発
給
文
書
に
み
る
神
人
身
分

一
六
五


